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足立 シンハラ農村の労働交換体系

シ ン ハ ラ農 村 の 労 働 交 換 体 系

足 立 明*

Labor Exchange System in Sinhalese Agrarian Settlements

Akira ADACHI

   This article analyzes reciprocal labor exchange in Sinhalese 
agrarian settlements in Matale District of Sri Lanka. Labor 
exchange is defined here as the exchange of labor in which 
assistance has to be more or less precisely reciprocated by that of 
the same kind and quantity in a short time period,  e.g., one day 
of plowing assistance for one day of plowing assistance during a 
cultivation season. 

   Labor exchange in peasant agriculture is usually organized 
by individual households to achieve an optimal mobilization of 
labor for certain agricultural operations. This mobilization 
results both in minimizing the costs (drudgery and wages) of 

peasant production and in maximizing the exploitation of house-
hold labor. Except in a few cases, any symbolic expression of 

particular socio-cultural messages between the host and the 
helper is of secondary importance. Labor exchange is thus a 
kind of economic exchange in a neoclassical sense. However, 
since the rate of exchange is institutionally fixed at one for the 

precise reciprocity, it is of course not governed by market 
mechanisms. In other words, although exchange labor is a 
scarce resource, particularly during the times of peak demand 
for labor in peasant agricultural production, the difference 
between demand and supply of exchange labor is not mediated 
with varying rates of exchange. As a consequence, the following 
two questions must be examined to understand labor exchange 
behavior. The first is how the difference between demand 
and supply of exchange labor is mediated at the individual 
household level. The second is how the flow of exchange labor 
is determined in a locality. However, few studies in anthro-
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 pology and mainstream economics have examined these questions, 
because their models and concepts have not been developed to 
analyze reciprocal economic behavior, such as the labor exchange 
discussed here. It is in this context that labor exchange in 
Sinhalese agrarian settlements is examined in this article. 

   I attempt to analyze labor exchange behavior as a maxi-
mization (or economization) process in peasant agricultural 

production within the wider political-economic setting of Sri 
Lanka. The empirical focus is on the decision making process 
regarding labor exchange and complementary labor mobilization, 
in order to understand the causes and consequences of the choices 
that the peasant households make to meet the demand for labor 
mobilization. For this purpose, the natural decision making 
approach is employed here, together with ethnographic obser-
vation. The bulk of empirical analyses on various phases of 
labor exchange shows that at the individual household level 
the difference between demand and supply of exchange labor 
is largely mediated through exploration for exchange labor, 
in which each household forms a relatively fixed network of 
labor exchange and (often  competitively) organizes it within 
the network. It further shows that the relative degree of 
tolerance of imbalance in labor exchange affects both the media-
tion between demand and supply of exchange labor at the 
individual household level and the flow of exchange labor in 
the locality. Based on the above analyses and findings, this 
article finally argues that labor exchange, rooted in history and 
custom as a pre-capitalist mode of labor organization, cannot 
be regarded simply as a cultural lag or hangover from a pre-
capitalist economy; labor exchange is rather an adaptive response 
made by peasant households to their current ecological, economic 
and social conditions. This further suggests that the model 

presented here, although an empirical model of labor exchange 
in Sinhalese peasant agriculture, will guide research endeavor 
on various kinds of reciprocal economic exchange yet to be 
examined.

1.序

1.問 題 の所 在

2.現 地 調 査 とNaturalDecisionMaking

ア プ ロ ー チ

H.二 つ の調 査村:マ ド ゥマ ー ナ,ヌ ワ ラヤ

ー ヤ

1.伝 統 農 村 マ ドゥマ ー ナ

2.入 植 地 ヌ ワラ ヤー ヤ
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3.比 較

皿.労 力動員の概要

1.労 力動員における協同労働 と雇用労働

2.協 同労働の種類 と制度的背景

3.マ ドゥマーナとヌワラヤーヤにおける

協同労働の寛容 さ

1)農 耕過程における仕事の"忙 しさ"

2)協 同労働 における寛容さ

3)協 同労働 にお ける寛容さと農耕過程

の諸条件

IV.労 力動員の意思 決定過程

1.第 一 ステ ップ

2.第 ニ ステ ップ

3.第 三 ステ ップ

4.第 四ステ ップ

V.労 力動員の意思決定過 程と実際の協同労

働

1.マ ドゥマーナの水田耕作での事例

2.マ ドゥマーナの焼畑耕作での事例

3.ヌ ワラヤーヤの水 田耕作 での事例

4.交 換労働の需要 と供給の媒介パ ター ン

と村内における交換 労働 の流れ

VI.結 語

1.序

　本稿の目的は,農 民社会における互酬的労働交換(以 下,単 純に労働交換とする)

の分析である。特に,農 業生産過程における稀少財としての交換労働(労 働交換によ

ってもたらされる労働)の 需要と供給が,価 格もしくは交換率の変動なしに,ど のよ

うに媒介され,そ してどのように現実の交換が成立するのか,と いう点について考察

する。そのためここでは,ス リランカの二つのシンハ ラ農村における労働交換を比較

する。これらの農村の一つは,賃 金労働が制度化されていないため労働交換によって

労力動員を行い自給的農業生産を行う伝統農村で,も う一つは賃金労働者が存在 しな

がら経費節約のため大規模な労働交換を組織し米の小商品生産を行う入植地である。

本稿では,こ れら二つの農村における労働交換の意思決定過程を把握 し,農 民が実際

に繰 り広げている交換過程の戦略に焦点を当て,交 換労働の需要と供給は二つのパタ

ーンの戦略的 ・競争的な組織化によって媒介され,特 定の世帯間での交換が取り行わ

れることを示す。そ して最後に,こ の前資本主義的な労働組織としての労働交換は,

しかし決 して文化的遅滞や前資本主義的経済の残津ではなく,農 民の置かれた現在の

生態的,社 会経済的な諸条件に対する彼等の意識的で積極的な適応形態であることを

論 じ,ま たさらにここで示される労働交換の分析はこれまで検討されることがなかっ

た互酬的経済交換の研究に一つの指針を与えうることを示唆する。

1.　 問 題 の 所 在

互酬的な労働交換は農民社会で行われてきた世帯を越えた労力動員(labor　 mobil一
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ization)の もっとも一般的なや り方である。本稿で検討するのは農業生産過程におけ

る互酬的労働交換で,農 作業中に受けた労働扶助を,同 じ作季のうちに,そ れと同じ

種類 ・同じ量の労働扶助で返すという交換のことである。たとえば1人 が1日 水田の

耕起を手伝 うと,扶 助を受けた世帯の1人 が同じ作季内に同様の仕事,つ まり水田の

耕起を1日 手伝って返礼 しなければな らない,と いう交換 であ る。 この際,外 在的

な要因で現実の交換率は若千変化するが,原 則としては1で ある。 このような労働

交換は短期的で等価物の互酬を特徴 としており,Sahlins[1974]の 「均衡互酬性」

(balanced　reciprosity)に 基づ く交換行為の中に分類される。

　多 くの農民社会ではこのような労働交換に加えてその他の労力動員の形態があり,

たとえば近い親族が病に倒れた時などに行われる労働扶助もその一つである。 これは

親族道徳によって動機づけられたもので,当 面返礼を期待されない労働の贈与 と言っ

てよい。またその他 に村民や友人の間での生産物,食 事,酒 などを見返りとする労働

扶助,さ らには賃労働といった労力動員の形態もみられる。 しかし日常的な労力動員

におけるその規模や信頼性,そ して経済性において労働交換は他の労力動員に比べて

しば しば優位に立ってきた。もちろん多 くの農民社会で,労 働交換による労力動員が

農業労働者の雇用によって置き代わ り減少 ・消滅 しつつあるものの,そ れでも余分な

現金を持たない多 くの小農は労働交換によって労働需要を賄 っており,後 に示す シン

ハ ラ農村の事例のように,そ のような小農の多い地域では労働交換が減少するどころ

か逆に増加するという傾向もみ られる。

　 ところで現実の労働交換には二つの基本的な交換論上の特徴がある。第一の特徴は

交換の動機に関 してである。農民社会における労働交換は,水 田耕作であれ焼畑耕作

であれ,農 耕過程での労力動員およびそれから派生する様々な技術的 ・心理的 ・経済

的便益の広い意味での最大化を目的とする経済的交換であるという点である。もっと

も自給的農業を営む農民にとって,労 働交換からもたらされる様々な技術的 ・心理的

便益は必ず しも物質的な便益に結果す るとは限 らない。 しかし額に汗 して労働を農業

に投入することによって しか生計維持を行うことができない彼等にとって,"骨 折り

仕事"(drudgery)が 基本的な彼等の生産費用であり[CHAYANov　 l966;DoNHAM

l981:517],こ の"骨 折 り仕事"を 軽減してくれる労働交換の技術的 ・心理的便益は

まさしく彼等の農業生産費用の軽減をもた らせるのである。また小商品生産によって

暮らしをたてている多 くの農民も,基 本的には彼等の労働を商品作物生産に投入 しそ

れによって収入を得ており,労 働交換に基づく労力動員による技術的 ・心理的便益は

彼等の"骨 折 り仕事"の 軽減に寄与すると同時に,そ れがなければ雇用する必要のあ
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った農業労働者への費用も節約することも可能にさせるのである。この労働交換の技

術的 ・心理的 ・経済的便益については,シ ンハ ラ農村の文脈で後 に詳 しく述べ るが,

ここで重要な点は労働交換が上で述べたような意味で経済交換であり,少 数の例外を

除き,交 換された労働を媒体とした親族関係の維持 ・開発を目的に した社会交換また

は象徴的交換という側面は労働交換において二次的なもの,も しくは結果的なものと

いうことなのである。

　第二の特徴は交換の組織性にあり,親 族関係 とずれた形で,隣 人 ・友人間での各世

帯独自の手段的 ・戦略的な組織化が行われる点である。先ほど述べたように,作 業過

程での世帯を越えた労力動員は様々な便益をもたらすが,そ の便益にむけた最適量の

労力動員を行うために世帯間 で何がしかの交換組織を必要とする。特にシンハ ラ社会

を含む,自 立集団(corporate　group)と しての親族集団を欠いている多 くの農民社会

[MoORE　 l975ユ では,さ きほど言及 した親族間での労働贈与は必要に応じて行われ

るものの,そ れらは日常的な大量の労力動員の需要を満たすものではな く,どうしても

隣人や友人との間の比較的大規模な労働交換に頼 らざるを得な くな る[BLOCH　 l973]。

そこで各世帯はそれぞれの労力動員の需要を満たすため,村 落内での労働交換ネット

ワークを手段的,戦 略的に開発し,維 持 しなければならな い。 しかしこのネットワー

クは労力動員の需要を満たすためのものである以上,各 世帯での需要の変動に応 じて

それも変化 してゆく。そのためこのネットワークは流動的で,後 のシンハ ラ農村の事

例で示すように,需 要の ピークには各世帯が都合のいい協同労働の相手を捜 して熾烈

な競争を行 うということも起こる。つまり協同のための競争が起こるのである。

　 ところで,こ れまでの農民社会研究では労働交換組織それ自体を対象とした分析は

少ないものの,労 働交換組織と親族組織とのあいだに密接な関係が見られないという

点に関しては,多 くの民族誌の中で指摘 されてきている(たとえば,[ERAsMus　 l956;

MooRE　 1975;GuDEMAN　 1978;Gul肌ET　 1980])。 シンハラ農 村 に関 しては

Leach[1961]が ス リランカ北部の乾燥地帯 に位置するシンハ ラ農村での土地所有 と

親族関係を扱った民族誌においてそれを検討 しており,具 体的な農作業における労働

組織は親族道徳それ自身が決定するのではな く,農 作業上の実用的な理由に基づ く個

人の判断によって決まっていることを示 した。 その中でLeachは 脱穀場での協同労

働組織に明確な親族構造のパターンが見いだせるという事例に対 しても,土 地の均分

相続の結果,兄 弟やオジ ・オィの耕地が隣接 し共通の脱穀場で労働交換をすると便

利であるという実用 的判 断からそうなったのだということを具体的に示 した。 また

Robinson　 [1968,1975]は 中央高地のシンハラ農村における労働交換組織と親族関係
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を統計的に検討 し,ほ とんどの労働交換は近親間で行われることはな く,遠 縁 もしく

は非親族のあいだで行われることを明らかにしている。

　ところでこのような手段的 ・経済的色彩の強い労働交換 も,広 い意味で,当 該社会

・文化に意味づけられ拘束されているということは言 うまで もな い。つまりこのよ う

な文脈の中で しか交換は成立 しないのである。ただ少な くとも農民社会の労働交換に

関するかぎり,こ れら社会 ・文化的意味づけの理解や拘束の把握だけでは,現 実のさ

まざまな労働交換の"狭 い意味"で の経済的 ・社会的側面,即 ちどれだけの量の交換

労働が,ど のような生態的,社 会経済的条件のもとで,何 のために,ど のような世帯

間で交換されるのかといった行動的側面を理解 したことにはならな い。そこでこの点

をBefu[1977]の 交換行為に関する四つの分析概念1)で 整理 してみると,労 働交換

の場合,ま ずもっとも大 きな枠である 「社会 ・文化的文脈」は要するに背景であ り,

交換行為,と りわけ手段的 ・戦略的ネットワーク形成の際の"場"で あるから,も ち

ろんこのレベルの理解は不可欠である。 しか しこの背景 もしくは"場"の 理解は,先

ほど述べた労働交換の行動的な側面を具体的に明らかにすることはない。つま りそれ

は分析の前提または出発点なのである。次に 「互酬性の規範」に関してであるが,そ

れは受けた労働扶助は返礼されねばならないと一般的に規定 しているだけであ り,さ

らに三番目の 「交換の規則」でさえも,返 礼は同様な仕事で同量の労働扶助を短期間

のうちに行わねばな らないと規定 しているだけである。だか ら,先 ほど検討 したよう

に,誰 と優先的に,そ してどれだけ交換 しなければな らないのかといったことに関し

1)Befu[1977]に よ ると交換行為は次 の四つの概念 から分析できる。すなわち,1)「 社会 ・文

化的文脈」:交換行為が行われ る広い意味での社会 ・文化的環境,2)「 互酬性の規範」:助 けを

受 けた ものには返礼 しなければな らない とい う一般的規範,3)「 交換の規則」:特定 の文化に

おける交換 の細かい規則で,互 酬性の規範が明確 に規定 しない交換の諸規則,つ ま り,交 換行

為者 間の特定の関係 によって規定 される交換 の場で,ど のような ものを与え,ま た返礼 しな け

ればな らないか(又 は してよいか)と い った規則,4)「 交換 の戦略」:上で述べた交換 の規則

は,特 定の文化において どのよ うなものを どれだけ,ど のように交換 しなければな らないか(ま

た はしてよいか)と いうことの可能 な範囲を示 してい るが,交 換の戦略 とはその範囲内でどれ

だけ,ど のように交換す るか という現実の場での交換行為者の決定または選択 における戦略の

ことで,必 ず しもすべて と言わないまで も,し ば しば交換行為者の社 会 ・経済的利得や便益 の

最大化 に向か って いると解釈することができる戦略。 この四つの分析 レベルの区別は重要で,

特定 の交換を 議論する際に その背景 となる 「社会 ・文化的文脈」 につ いて 語 っているのか,

「互 酬性 の規範」に関す る特定文化における表現(た とえば,日 本 における 恩 と義理)に 言及

しているのか,ま たは特定文化における 「交換の規則」につ いてなのか,そ れ ともこれ ら三つ

の レベルの拘束下での個人的動機に基づ く 「交換 の戦略」 なのか,と いう区別を明確 にさせ,

それぞれの レベルに適 した アプ ローチを我 々に選択 させ ることを可能 にす る。

　 もっともこれまで行 われて きた交換行為の人類学的分析で は,こ れ らの レベルーつ一つの分

析に とどま らず,各 レベル間の相互関係や接合を 問題に して きており(た とえば,[BARTH
I966;BouaDIEu　 l977;HoLy　 and　STucHLIK　 l983]),こ のBefu[1977]の 分析枠は静態的

である ことを否めないが,本 稿では労働交換の個人的戦略の分析に焦点を 置いてお り,こ こで

は問題 でない。
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ては,「社会 ・文化的文脈」,「互酬性の規範」,「交換の規則」といったレベルで明確

に規定されてはおらず,個 人の判断に任されていると言 ってよいのである。だから,

後にシンハラ農村の事例で示すように,社 会 ・文化的な背景のもとで四番目の 「交換

の戦略」に注 目し,そ れを詳 しく理解する以外には労働交換のダイナミズムを把握す

ることがで きないのである。

　このように労働交換は農作業における労力動員の便益獲得を目的とし,戦 略的組織

化を通 して実行に移される経済交換であると考えることができる。言い換えれば労働

交換は 「均衡互酬性」の中でももっとも手段的(instrumental)な 性格をもった"互

酬的経済交換"の 一つであ り,個 人の便益獲得という動機の点でバーターや市場交換

に近 い。しかしそのようなバーターや市場交換 との基本的な相違は,労 働交換におけ

る"需 要"と"供 給"が 変動す る"交 換率"や"価 格"に よって媒介されないという

点である。たとえば農繁期で,村 落内の交換労働の需要が供給を一時的に上回っても,

「交換の規則」により交換率が1よ り上下に大きく変動することはないのである。 こ

のように労働交換とは,社 会的拘束 としての交換規則の枠内での,個 人的便益に向け

た非市場的経済交換といえるのである。

　ところで,こ のような交換論上での特徴をもった労働交換を詳細に扱 った研究は必

ず しも多 くない。もちろん多 くの民族誌が,何 らかの形で労働交換やその他の協同労

働に言及しているものの,そ れらの大半は単なる村落景観の記述の一部 として,も し

くは市場経済の浸透具合を示す記号の一つとして引き合いに出されているだけである。

農業経済学者は労働交換を目のあたりにしながら,労 働交換における"需 要"と"供

給"が 価格によって媒介されないので,分 析の対象 とは しなかった。また鐸民社会を

研究したかつての文化人類学者達は労働交換にそれなりの注意を払 ったものの,基 本

的な興味が親族組織の把握におかれていたこともあり,親 族間の労働贈与などは別に

して,労 働交換の組織と親族構造との間に密接な関係がないことを見いだすやいなや,

労働交換の分析をそれ以上深化させずに終わる傾向にあった2}。 さらに交換行為に焦

点を当てた文化人類学的研究においても,興 味の中心は贈与交換のような社会交換の

制度的 ・記号的側面におかれ(た とえば,[STRATHERN　 l　971;ScHwlMMER　 1979;

PARRY　 l986]),経 済的 ・手段的色彩の強い労働交換は対象外とされてきた。 また

経済的 ・手段的交換が分析された場合でも何 らかの市場メカニズムが働 く 「部族 ・農

民市場」(tribal-peasant　 market)の 研究が中心であり(た とえば,[CooK　 l970;

HuMPHREY　 1984]),そ の結果,　Bennett[1968:277]が 指摘 したように,互 酬的

2)先 ほど示したシンハラ農村研究においても,Leach[1961]やRobinson[1968,1975]ら は

　労働交換の組織それ自体を詳細に分析してはいない。
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経済交換は無視されるか,ま たは単純で一般的な記述的モデルによる理解にとどまっ

てきた。つま り,「均衡互酬性」[SA肌INs　 l974]や 「Tモ ー ド交換」[PAINE　 1976]

といった一般化された互酬の規範や交換の規則の質的モデルによる理解にとどまり,

先ほど労働交換の特徴について検討 した際に述べたような,交 換の戦略に注目した行

動的側面のダイナミックな理解には至っていないのである。

　 もっとも労働交換の経済的側面や交換の戦略に言及した研究が全 くないというわけ

ではない。Moorc[1975]は 非常に多 くの民族誌的研究を検討 し,労 働交換を含む協

同労働の分類,経 済的便益性,変 化の過程などを検討 した。しか しMooreの 興味力濃

民社会での協同労働一般にあったため,労 働交換それ自体の体系的分析はなされなか

った。Guillet[1980]は アンデス高地の農業 における労働投入の詳 しい記述を行い,

交換労働を含む各種の労働配分に関する各世帯での意思決定過程を明らかにした。ま

た,村 落内での労働交換や相互扶助は農業労働者を用いない生産を続けることであり,

それは周辺資本主義国の政府や資本家にとっての農業生産物買い取り価格を低 く押 さ

えることにな り,彼 等による農民からの搾取を支えてきたという皮肉な結果を指摘 し

ている。 しか し残念ながら,こ こでは労働交換の戦略的側面の分析 にはわずかなスペ

ースしかさかれていない。

　そこで本稿では,こ れまでの議論で明らかなように,シ ンハ ラ農民社会の労働交換

の行動的側面をその交換の戦略に注目して検討 し,互 酬的経済交換の一つとしての労

働交換において交換労働の需要がいかにして供給を見いだすかについて考えてみるこ

とにしたい。つまり,(1)各世帯における交換労働の需要と供給がどのように媒介され,

現実の交換が実行 されるのか,そ して,(2)そ のような各世帯の労働交換の結果,村 ま

たは地域での労働交換の流れ(flow)は どのようになるのか,と いう問題を軸に考察

し,労 働交換の多様な側面の理解を試みるのである。

　ところで上記のような問題を考えるには,い ろいろな状況での労働交換にまつわる

各世帯の意思決定過程(decision　making　 Process)を 把握することが必要である。言

い換えれば,ど のような生態的 ・社会経済的状況で,ど れだけの労働交換を,ど の世

帯と,ど のように交換するのがもっとも良いのか,と いう意思決定過程のことである。

しか し,現 実の労働交換はそれ以外の形態の協同労働や賃労働 と並存して存在 してい

るので,労 働交換を含めた労力動員全体の意思決定過程を把握する必要がある。その

ため本稿では,シ ンハラ農民の労力動員における意思決定過程を分析 し,そ れを通 し

て労働交換戦略の把握 を試 み る。 この分析で用いられる方法は　Natural　Decision

Makingア プローチと呼ばれるもので,こ の分析に必要な情報は現地調査の際に人類
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学的参与観察の延長として集められた。そこで,次 項において このアプローチの概略

を現地調査の状況とともに示す。

2.現 地 調 査 とNatural　 Decision　 Makingア プ ロ ー チ

　 イ ンテ ン シブな 現 地 調 査 は1981年3月 か ら1982年6▼ 月 まで の期 間,ス リラ ンカの 中

央 州 ・マ ー タ レー県 に あ る村 落 で 行 わ れ た 。 ま た 調 査 終了 後 も1983年3月 まで の 期 間

中 に,数 回 の 補足 調 査 に赴 い た。 い ろ い ろな 文 脈 で の労 働 交 換 を見 るた め に三 つ の 村

を 選 び調 査 村 と した が,本 稿 で は紙 面 の 都 合 か らそ の う ちの二 村 を 取 り上 げ検 討 を 加

え る 。 調査 資 料 は村 で の一 般 的 調 査 に加 え,労 働 交換 や そ の他 の協 同労 働 に お け る意

思 決 定過 程 に 関す る イ ンタ ビ ュ ー と現 実 の 交 換行 為 へ の参 与 を 通 して集 め られ た。 特

に 意 思 決定 過 程 に 関す る イ ンタ ビ ュ ーは,先 ほ ど も述 べ た よ う にNatural　 Decision

Makingア プ ロ ーチ に基 づ い て行 わ れ た ので,こ の 方 法 につ い て以 下 で触 れ て お きた

い。

Natural　 Decision　 Makingア プ ロ ー チ は経 済 的な 選択 の,体 系的 か つ現 実 的な 像

を 理 解 す る た め に 発 展 させ られ て きた方 法 で あ る。 この ア プ ロ ーチ の前 提 は,現 実 の

意 思 決 定 過 程 で は 錯綜 す る価 値 や功 利 性 の 中か ら も っ と も重要 な もの を 決定 者 が選 択

し,決 定 過 程 そ の もの を 単 純 で簡 単 な も の に し て い る[QulNN　 I978;GLADwlN

and　 MuRTAuGH　 l9801と い う点 で あ り,そ れ は経 済 学 者 が作 り上 げ る複雑 な 数 式

モ デル と異 な る。Gladwin[1980]の 枠 組 に よ る と,意 思決 定 過 程 は第一 段 階 と第 二

段 階 の 二 つ に 分 け られ る。 第 一 段 階 で は,決 定 者 が多 くの選 択 肢 の 中か ら最 低必 要 と

考 え る条 件 を 満 た す 選択 肢群 を選 び 出す 。 こ の段 階 は瞬 時 で,時 と して 無 意 識 の うち

に行 わ れ る。 第二 段 階 は 実 際 の 決断 過 程 で あ り,い くつ か あ る判 断 基 準(つ ま り選 択

肢 の属 性 で あ る特 有 の 価 値 や 功 利性)の 中か ら も っ と も重 要 な も の を選 び 出 し,そ の

基 準 で選 択 肢 を 順 序 立 て る。 そ して も っ と も高 く評 価 され た選 択 肢 が現 実 的な もの か

ど うか を,与 え られ た 環 境 的 な拘 束 や,社 会 的 な拘 束,ま た は文 脈 と い った もの の 中

で 検 討 す る。 も しそ の選 択 肢 が これ らの 拘束 に 抵触 しな い のな らそ れ が選 ばれ,そ う

で な い と きに は第 二 番 目,第 三番 目の選 択 肢 が 種 々 の拘 束 の前 で 試 され る。 そ して,

も しど の 選択 肢 も現 実 的 で な い とい う こと に な れ ば,再 び別 の判 断 基 準 で 同 じ過 程 を

踏 む こ とに な る。 これ が この ア プ ロー チ の枠 組 で あ る が,そ の結 果 は選 択 過 程 を 描 い

た 図(decision　 tree)や 表(decision　 table)と して 表現 され る こ とが 多 い。

　 と こ ろ で こ の アプ ロ ー チの 特 徴 は,こ れ ま で の 形式 経 済 学 的な 前 提(た とえ ば

[COHEN　 l　967:104])で は 非 常 に困 難 で あ った 現 実 の経 済 行 為 の理 解 を よ り具 体 的
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な情 報 プ ロ セ ス と して 分 析 し,条 件 が 整 え ば それ を 操 作 化(operationalize)す る こ

と も可 能 にな る点 で あ る。 但 しこの ア プ ロ ーチ が すべ て の意 思決 定 過 程 に適 用 で きる

か と い う と,そ うで はな い。 農 民 に と って の 日 々の経 済 行 為 とい う ものは,ほ とん ど

法 的 規則 に よ って 規 制 さず,様 々な 社 会 的,経 済 的,物 理 的拘 束 の 中で次 々 に選 択 を

繰 り返 しな が ら行 わ れ るわ けで[P肌To　 and　 PELTo　 1975:ll],こ の よ うな 状 況 で

の決 定 者 は様 々な 条 件 下で の 自分 の 選 択 パ タ ー ンを 明 確 に認 識 して は い な い ので あ る

[CHIBNIK　 l980:30]。 しか し,後 の 節 で順 次示 す よ うに,農 民 社 会 の労 力 動 員 で は

こ の よ う な問 題 は起 こ らな い。 と い うの は,農 民 は労 働交 換 や そ の他 の協 同 労 働 へ の

参 加 を通 して,自 らの世 帯 の 耕 作 に対 す る労 力 動 員 の 最適 な 選択 の み な らず,規 模 や

技 術 の異 な る他 世 帯 の耕 作 につ いて も十 分 経 験 して お り,ど の よ うな条 件 下 で,ど の

よ うな選 択 をす る のが よ いか に 関 して 熟 知 して い るか らで あ る。

　 な お,こ の ア プ ロ ー チで描 か れ る意 思 決 定過 程 が現 実 の もの に近 い と い うこ との 意

味 は,描 か れ た 決定 過 程 そ の も の が現 実 の 心 理 的 過 程 と同 じ とい うので はな く,研 究

者 が 与 え られ た 状況 下 で この 決定 過 程 のモ デル を用 い て,現 実 の農 民 と同 じ選 択 に至

る こ とが で きる か と い う予 測 可 能 性 の 意 味 に お いて で あ る[ORTIz　 1983:267]。 そ

の た め に,本 稿 の第 四節 で示 す よ う に,単 な る イ ンタ ビ ュー だ けの 調 査 で は現 実 の 複

雑 な拘 束 下 で の 意 思決 定 過 程 を 理解 す る こ とが で きな い。 そ の た め必 ず 意 思 決 定 後 の

現 実 的 行動 を 知 らね ば な らな い し,決 定 者 が おか れ て い る状況 を十 分 把 握 しな けれ ば

な らな い 。言 い 換 え れ ば,こ のNatural　 Decision　 Makingア プ ロー チは,こ れ まで

通 りの 人類 学 的 フ ィール ドワ ー クを 前提 と して い るので あ る。

耳.二 つ の 調 査 村 　 マ ド ゥマ ー ナ,ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ

　 こ こで は二 つ の調 査 村 の概 要 を示 し,後 に検 討 す る労 働交 換 お よ び そ の他 の労 力 動

員 に直接 ま た は 間接 的 に影 響 を与 え て い るそ れ ぞ れ の 村 の 社 会経 済 的背 景 を示 す 。

　 調 査 を行 った二 村 は,ス リラ ンカ ・マ ー タ レー県 の北 東 部,ラ ッガ ラ(Laggala)地

方 に位 置 して い る(図1参 照)。 この地 域 は,標 高1500mを 越 え るキ ャ ンデ ィー山

地 の 東斜 面 が,こ の 島 の北 東 部 に広 が る乾 燥 平 原 に接 して い る と ころで,気 候 区分 で

見 る と中 間 地 帯(年 間 降 水 量2285-1525mm)か ら乾 燥 地 帯(同1　 525-890　 mm)へ の

移 行 点 に あ た って い る。

　 と ころで この地 域 は,こ の よ うな 地 形 的 な 条件 か ら長 い間 キ ャ ンデ ィー(マ ハ ヌ ワ

ラ)な どの 都 市 部 か ら比 較 的弧 立 して きた た め,現 在 で も熱 帯 降 雨 林 の 中 に伝 統 的な
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面 影 を残 した村 落 が点 在 して お り,そ の 中の一 つ が第 一 番 目の 調 査 村 で あ るマ ドゥマ

ーナで あ る
。 この村 は ラ ッガ ラ・パ ッ レガ マA・G.A・(Assistant　 Government　 Agent)

Divisionに 属 し,い わ ゆ る伝 統 農 村(Purdna　 gama)で,小 規 模 な 水 田 と大 規模 な焼 畑

に た よ る自給 的農 村 で あ る。 村 民 は,野 生 の象 が 時 お り出没 す る森 の小 道 を6kmほ

ど歩 い て近 くの小 さな 町,パ ッ レガ マ へ 行 き用事 を済 ませ る。 こ こ には 県 庁 の 出先 機

関 で あ るA.G.A事 務 所,診 療 所,鄧 便局,そ れ に数 軒 の商 店 が あ る。 こ こか らバ ス

に6,7時 間乗 る と,大 病 院 や 県 庁 の あ るマ ータ レ ーや,ス リラ ンカ 中央 部 の 中心 地

キ ャ ンデ ィ ー に行 く こ とがで き るが,余 程 の こ とが な い か ぎ り村 人 はパ ッ レガ マ よ り

先 に行 くこ とは な い。

　 しか し この よ うな 地 域 に も,こ こ 十 数 年 間 に 開 発 の波 が 訪 れ始 め た 。 マ ドゥマ ー

ナ か ら東 へ4kmほ ど行 った辺 りか ら広 が る 平 原地 帯 に,ミ ニペ 入 植 計 画(Minipc

Colonization　 Scheme)1こ 基 づ く大 規 模 な 潅 概 施設 と入 植 地 が作 られ,土 地 不足 に悩

む ス リラ ン カの 南 西 部 か ら多 くの 世 帯 が入 植 して きた の で あ る。 マ ドゥマ ー ナ と と も

に本 稿 で検 討 す る も う一 つ の村,ヌ ワ ラヤ ーヤ(NUWara　 Yaya)も この よ うな入 植地

で,ヘ ッテ ィ ポ ラA。G,A.　 Divisionに 属 し,十 分 な潅 瀧 用 水 と土 地 に よ っ て米 の二

期作 を 行 って い る。 ヌ ワ ラヤ ー ヤ村 民 は キ ャ ンデ ィー 県 を 中心 に 出身 地 が そ れ ぞ れ 異

な り,村 民 間 の親 族 関係 は極 めて 弱 い。 この 地 域 は 平 地 で道 路 の整 備 も比 較 的 良 く,

村 民 は近 くの新 し く作 られ た 入植 地 の 町,ヘ ッテ ィ ポ ラヘ バ ス で簡 単 に行 くこ とが で

き る。 ま た こ こか ら キ ャ ンデ ィー方 面 に新 しいバ ス路 線 が 整備 さ れ,都 市 と の繋 が り

は増 加 しつ つ あ る。 さ らに この 町 に はA.G.A.事 務 所,診 療 所,鄧 便 局 に加 え て,十

数 軒 の 商 店 と食 堂 な ど が並 び,パ ッ レガマ で は手 に入 らな い商 品(肉,密 造 酒)や 情

報 が あ り,こ の地 域 の村 と都 市 の結 節 点 とな りつ つ あ る。

1.　 伝 統農 村 マ ドゥマー ナ

　 マ ドゥマ ーナ は,低 い 山間 に あ る小 村 で あ る。 村 の 水 田の そ ば に家 が集 ま って 建 て

られ,そ こ に23世 帯,132人(5.7人/世 帯)が 住 む 。 村 民 の すべ て は,高 地 シ ンハ ラ

社 会 で も っ と も高 い位 置 に あ る農 耕 カ ース トの ゴイ ガ マ(gevigama)に 属 して い る。

　 この村 で は すべ て の世 帯 が農 業 で 暮 ら しを 立 て て お り,裏 山 の 小川 か ら水 を 引 き水

田(kumburu)を 耕 し,周 囲 の森 を伐 採 して焼 畑(侮 η)耕 作 を行 って い る。 ス リラ ンカ

には 雨季 が年 に2度 あ るが,こ の地 方 に はマ ハ 季(11月 ～1月)を 中心 に降 雨 が あ り,

ヤ ラ季(5月 ～6月)に は わず か しか降 らな い。 そ の た めヤ ラ季 の水 田耕 作 はマ ハ 季

の5分 の1程 度 しか行 え な い。 そ の た め比 較 的 少 な い 降 水 量 で も可 能 な焼 畑 耕 作 に重
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点 が お か れ て い る3)。

　 この 村 で は す べ ての 水 田を 合 わ せ て も15エ ーカ ー4)し かな く,そ の うち の3.75エ ー

カ ー は1世 帯(家 長 は村 の呪 医(vedera-la)で,元 の村 長 の息 子)が 所 有 して お り,2

世 帯 が それ ぞ れ1.5エ ー カー と1.0エ ー カー,10世 帯 が そ れ ぞ れ1エ ー カ ー以 下,残 り

の10世 帯 は全 く所有 して い な い。 も っ と も,水 田 を所 有 しな い 多 くの世 帯 やわ ず か し

か所 有 して いな い世 帯 は,何 らか の刈 り分 小作(ande)や 賃 貸 し(badda)契 約 を他 の世

帯 と結 ぶ こ と に よ って あ る程 度 の 耕作 面 積 を確 保 して い る。 ま た,地 主 とは い って も

わ ず か な 水 田を貸 して い るだ け で あ る し,1958年 の 水 田地 条 例 が小 作 の権 利 を擁 護 し

て い る こ と を気 に して,1,2年 で 小 作 人 を変 え るので,土 地 を め ぐ る明 確 なpatron-

client関 係 は み られ な い。 そ の上 この村 の 周 りに は い まだ に十 分 な 焼 畑 耕 地 が あ り,

わ ず か な 水 田耕 作 しか で きな い世帯 も労 働 力 の許 す か ぎ り大 規 模 な焼 畑 耕 作 がで き5),

これ に よ っ て水 田地 を め ぐる世 帯 間 の 緊 張 は 顕 在 化 して いな い。

　 市 場 価 格 に換 算 した この 村 の年 間平 均 収 入 は5190ル ピー(当 時 で1ル ピー は約US＄

O.044)と な り,そ の 中で も っ と も重要 な収 入 源 は焼 畑(全 収 入 の40%)で,そ れ に稲

作(同32%)と 政 府 補 助(同20%)が 続 いて い る。 な お政 府 補 助 は,こ の 村 の23世 帯

中21世 帯 が受 け て お り,か な り経 済 的 に は貧 しい村 と言 って よい で あ ろ う。 実体 経 済

か ら見 る と,す べ て の シコ ク ビエ(kurakkan)と 米(hdl)は 自家 消費 され,各 世 帯 平 均

で20bushels(600リ ッ トル)の トウモ ロ コ シ(iringu)が 売 りに 出 され る。 多 くの 世

帯 で は,そ の つ ど適 当 な量 の トゥモ ロ コ シや 余 剰 の 出 た焼 畑 産 物 をパ ッレガ マ の商 店

ま で 持 って 行 き,そ の 場 で 必 要 な 商 品(塩,干 し魚,砂 糖,紅 茶,灯 油 な ど)と 市 場

価 格 で交 換 す る。 そ の た め各 世 帯 は精 々100ル ピー程 度 の現 金 しか 日頃 は手 元 に置 い

て い な い。 この よ うに この 村 の経 済 の 特徴 は非 常 に 自給 的で,積 極 的 に商 品 作 物生 産

を 行 お う とす る傾 向 は 見 られ な い。

　 マ ドゥマ ー ナ で は すべ て の 村 民 が何 らか の形 で 系 譜 的 につ な が って お り,お 互 いを

個 人 的 な 名 前 で 呼 ば ず親 族 呼称 を 用 い て い る。 彼 等 に と って,「 みん な親 戚 」(okkoma

η妙o)な の で あ る。 そ して お 互 い に 親 族 関 係 の 規 範(た とえ ば[RoBINsoN　 l　975:

46])に した が った振 舞 が期 待 され て い る。 しか しシ ンハ ラ社 会 の 親 族 体系 は 一般 的 に

み る と双系 的 で,こ の よ うな親 族 関係 が 必ず しも規 定 的 な集 団 を作 る と は限 らな い。

3)マ ドゥマーナの農業 と村 の生活の詳細に関 しては足 立[1982,1984,1987]を 参照 されたい。

4)1エ ーカーは0。4047ヘクタール。 現在 のス リランカで は面積の単位 と してエーカー(akkara)

を用い るので本稿で もそれに従 う。

5)一 般に大 きな世帯 は大 きな焼畑を耕作 するが,ま た同時 にそのよ うな大 きな世帯 では成人に

達 した子供が独立 して別の焼畑を営む ことも多い。その際,そ こに結婚を約束 した女 の子を呼

び新生活を始 める場合 もある。そのため付録1の(3)と(4)に 示 したよ うに,世 帯数が23戸 のマ ド

ゥマーナ村民による焼畑では この年30の 独立 した プロッ トがで きた。
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この 村 で も世 帯(Pavula)と 村(gama)の 間 に,ど の よ うな 親族 集 団 もみ られ な い(cf.

[LEAcH　 l961;TAMBIAH　 1965;YALMAN　 l967;RoBINsoN　 l968,1975;BRow

l978])6)。

　 この よ う にマ ド ゥマ ー ナで は,土 地 を め ぐる 強 いpatron-client関 係 も,世 帯 を越

え た 明確 な 親 族 集 団 も見 られ な い。 ま た1956年 以 降,村 の行 政 がか つ て の 強 い権 力 を

与 え られて い た村 長(aracci)の か ら政府 の 下級 官吏(grama sevaka)に 移行 し,さ ら に近

年 その 度 合 い を増 した 政 党 政 治 の村 落 部 へ の浸 透 で,村 の細 々 した 問 題 まで もす べ て

その 地 区の 国会 議 員 の と ころ に持 ち込 ま れ る よ う にな り,村 内 に は リーダ ー的 な 者 が

い な くな った 。 しか し もち ろん この村 は,独 立 した世 帯 の 単純 な 集 合 体で は な い。 村

人 は 特 定 の 目的 の た め に特 定 のaction-setを そ の つ ど選 択 し,社 会的,経 済 的行 為 を

行 って い るの で あ る。 特 に森 の 中に あ る この 村 で は,病 気 や事 故 に遭 った と き には村

の 若 者 に担 い で も ら って 町 の 病 院 に 向 か わね ばな らな い し,商 店 の な い この村 で は 日

用 品 の 貸 し借 り も日 常茶 飯事 で あ る。 また,次 節 で 論 じるよ う に賃 金 に よ る雇 用労 働

が村 内 で存 在 しな い ので,世 帯 間で の協 同労 働 が必 要 とな る。 そ の 結果,多 様 な 相 互

扶 助 の た め の ネ ッ トワ ー ク(action-setの 束)が 網 の 目の よ うに 広 が り村 人 を 結 び つ

け て い る。

2.　 入 植地 ヌワ ラヤー ヤ

　 ヌ ワ ラヤ ーヤ に は37世 帯,221人(6.・0人/世 帯)が 暮 ら して い る。 その うち28世 帯

は ゴ イ ガ マ ・カ ース トに属 し,7世 帯 が ベ ラ ワ(berava),1世 帯 が ヘ ーナ(紘 πの,も

6)た とえば,他 の多 くの シンハ ラ農村 と同 じように,マ ドゥマー ナで も数世帯が同 じ屋敷地を

　 (主に均分相続の結果)共 有 し,そ の中で別 々の家を建 てて暮 らしている事例がある。 しか し
この村で はそのような世帯間で特別緊密な関係 は見いだせず,む しろ仲 が悪いケース もあり,

屋敷地共住集団(compound　 group)と い った ものは明確 にな っていない。また高地 シンハ ラ社

会では一般に,variga,　gedara,　vasagama,　Pavutaと い った四つの親族集団を表現する概念 がある

が,こ れ らの概念 が指示す る範 囲の者た ちが この村で明確 な集団を形成することもない。まず
む碗gα に関 してであるが,双 系的で少 な くとも理 論的には内婚集団を意味するvariga[LEACH

l961;ROBINSON　 1975}と い う言葉を知 っている者は この村 にほとん どいない。また個人 の名

の前 に付 くvasagamα(カ ース トまたはサブ ・カース トの位階を示す称号)やgedara　 nama(本

来"家 屋の名前"と いう意味であ り,同 一の祖先 また は居住地を示す名前)の 概念 も,こ の村
で は具体的な土地 や家を共有 することがな く,た とえ共通のvasagamaやgedaraを 持 っていて

もそれ らの村 民が特 定 の 社会組 織を形成す るということはない。Pavlaに 関 しては,　LEACH

[1961]は この概念の中に妻,世 帯,一 人の女性 と彼女か ら生物学的 に出自した者の集団(ideal

Pavla),特 定の 目的に向けた双系的で選択的な親族集団(effective　Pavla)と いう四つの意 味があ
ると指摘 し,ま たRobinson[1968;1975]は それ らのうちideal　pavlaに 関 しては,浅 い父系

集団 と本人 の母,そ れ に母の兄弟か らなると指摘 している。マ ドゥマーナで も世帯によ ってば

らつ きはある ものの,確 かに このような意 味で使われている。 しか し現実 の集団 として は世帯

と してのpavlaの みで,　Robinson[1968;1975]の モ ラピティヤ村 と同 じように,新 年 の儀礼
に して も,年 に一度の 守護神への 供儀(α傭 π)に して も,世 帯単位 で 行 わ れ,上 に示 した

ideal　Pavlaやeffective　Pavlaと い った カテゴ リーに基づ く現実の集団形成 は見 られない。 つ

ま りこの村 には世帯 と村の間にはどのよ うな社会集団 もみ られず,各 自が各様の選択 的な関係

を辿 り社会生活を営んでいるのである。
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う1世 帯が ドゥラーバ(durdva)の カース トに属 している7)。

　ヌワラヤーヤを含む入植地はマ ドゥマーナなどの伝統的農村と大 きく異な り,よ り

大きな社会 ・経済 システムの一部である。入植地の経済は潅瀧施設 に基づ く集約的な

水田稲作によって支えられ,マ ハ季のみならずヤラ季にも十分な収穫が期待できる。

商品としての米はその地域の商人(mudalali)に 売 られ,入 植者はそれで金銭を得,毎

日の必要なものを買う。さらに,い ろいろな都市の文化的価値が広 くこの地に導入さ

れ,消 費のパターンや暮 らしに影響を与えている。また,潅 瀧施設の建設によってで

きたこの地域は,個 々の入植地を越えた大きなレベルでの水管理を行っており,入 植

者の生活はこれらの大 きなシステムの動きにしたがっており,個 々の入植地内部の関

係は極めて薄い。

　この地域の入植地の多くには,マ ドゥマーナなどのラッガラ地方の伝統農村か ら移

ってきた世帯が多 く暮らしている。彼等は昔ながらの農業を行い,近 代的な農業技術

と経営には慣れていない。そのため,政 府から与えられた2エ ーカーの土地を拡大す

ることな くそのまま維持しているか,時 には一部を手放 し小作料で暮らしている世帯

もある。また彼等の多くは,屋 敷地などにシコクビエを植えた りして,稲 作のみにこ

だわらない者も多い。もっとも,ラ ッガラの出身村では持てなかった2エ ーカーとい

う土地を耕し,当 時に比べて良い収入を得ているので,彼 等はここの暮らしに満足 し

ている。

　 しかしこのようなラッガラ出身者 とヌワラヤーヤの入植者とは大きく異なっている。

ヌワラヤーヤの農民は,キ ャンディー地方からの入植者であり,近 代的な農業の知識

も一応あり,さ らに商品生産に必要な金銭感覚 にも優れている。さらに異なるのは,

ヌワラヤーヤの多 くの世帯主は,こ の地で一生懸命働 き,資 金をためて彼等の出身村

で土地を買い,そ こに戻るつもりをしている点である。そしてヌワラヤーヤの土地は

子供たちに渡そうという計画である。そのため彼等の農業は極めて利益優先なのであ

る。 このような経済的目的のため,多 くの世帯は生産の規模をandeや 借金の形に耕

作権を獲得するukas契 約で拡大 し,当 初の2エ ーカーを大 きく越え5～6エ ーカー

耕 している世帯も珍 しくはない。またこの地域では,入 植地の周辺部に政府の許可な

しに住みついた土地無 し農民も多 く,農 業労働者には事欠かないのであるが,そ れに

もかかわらずこの村では農業労働者を雇わず,大 規模な労働交換を組織 し経費の節減

を計っている。

7)シ ンハ ラ ・カ ース ト体 系で は,ベ ラワ は"太 鼓 叩 き",ヘ ー ナ は"洗 濯",ド ゥラー バ は"ヤ

シ酒 採 り"の カ ース トで あ るが,彼 等 の基 本 的 な生 業 は農 業 で あ る 。
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　 ヌ ワ ラヤ ーヤ の年 間平 均 収 入 は16400ル ピー で,そ の88%は 年 に2度 の水 田耕 作 か

らで,9%が 政 府 補 助,3%が そ の他,と な って い る。 この よ うに,ほ とん どが 稲 作

か らの 収 入 で,畑 作 な どへ の興 味 は ほ とん どな い。 ま た,こ の数 字 で 自給 農 業 との 単

純 な 比 較 は で きな い もの の,こ の収 入 はマ ドゥマ ーナ の約3倍 に も な って お りそ の 規

模 の大 き さが うか が わ れ る。

　 この 入 植 地 に は,ベ ラ ワ ・カ ー ス トの7世 帯 が,周 りか ら弧 立 して い る こと も あ り

緊 密 な 親族 関 係 を保 って い る ほ かは,ほ とん ど親 族 関係 は み られ な い。 ま た 各 世 帯 は

最 低2エ ーカ ーの 水 田 を政 府 か ら与 え られ て い るので,外 部 の 世 帯 か ら土 地 を借 り る

こ とは あ って も,こ の入 植 地 内で の 土 地 の貸 し借 りは な くpatrol1-client関 係 は 顕 在

化 して い な い。 ま たマ ドゥマ ーナ の よ うな孤 立 した村 で はな いの で,バ ス や 牛車 で ヘ

ッテ ィポ ラの 病院 に ゆ くこ とがで き る し,入 植 地 内 に商 店 も あ り,マ ドゥマ ーナ ほど

相 互 依 存 性 が 高 くな い。 そ の た あ各 世 帯 は 独 立性 が 高 く,マ ドゥマ ーナ よ り も も っ と

明 確 に 目的 を 顕 に した各 種 の ネ ッ トワ ー クを作 って社 会 ・経 済 活 動 を 行 って い る。 特

に,先 ほど も述 べ た よ う に ヌ ワ ラ ヤ ー ヤで は極 め て 強 力 な労 働 交 換 の ネ ッ トワ ー クが

で きて お り,こ れ が 本稿 の 焦 点 の一 つ な ので あ る。

3.比 較

　 この よ うにマ ドゥマ ーナ と ヌ ワ ラヤ ーヤ は い ろ い ろな 点 で大 き く異 な って い る。 経

済 的 に見 る と,伝 統 農 村 マ ドゥマ ーナで は 焼 畑 耕 作 と水 田稲作 に基 づ く自 給農 業 生 産

　　 　 表1水 田耕作における労働投入パ ターン

(マ ドゥマー ナ,ヌ ワラヤーヤ,お よびその他7村 の比較)

場 所 村の形態
全労働投入量 雇用労働 世帯労働 交換労働

(人 ・日/エ ー カ ー)

マ ド ゥ マ ー ナ

ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ

ミ ニ ペ

ハ ンバ ン トー タ

ポ ロ ン ナ ル ワ

エ ラ ヘ ラ(1)

ワ ラガ ンバ フ ワ

エ ラ ヘ ラ(2)

カ ラ ー ・オ ヤ

伝統農村

入 植 地

入 植 地

両 方

両 方

入 植 地

伝統農村

入 植 地

伝統農村

60.2

48.3

68.4

52.1

69.4

67.7

55.0

55.0

52.0

4.5

22.6

44.9

53.8

42.7

6.7

25.6

14,0

34.2

19.0

39.1

7.2

15.6

24.6

40.6

29.5

34.0

26.0

24.8

6.8

0.2

7.8

不 明

4.0

(付記)他 の地域の資料 と比較するためにマ ドゥマーナ とヌワラヤーヤにおける交 換 労 働 に は

　α伽彿 のみな らず 燃 α璽 も含 めた。なお これ らの協同労働の分類は第三節第二項 を参照。また

　マ ドゥマーナ とヌワラヤーヤ以外の村の資料 は[Fieldson　 l981]に よる。
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を行 い,入 植地ヌワラヤーヤでは大規模潅滅施設に支えられた米の小商品生産を行っ

ている。また両村ともに明確な親族集団や土地をめぐるpatron-client関 係を見いだ

すことはないが,マ ドゥマーナでは各世帯が相互扶助の必要性からお互いに強 く依存

した関係にあり,そ れに対 してヌワラヤーヤではお互いにより独立 した関係を保って

いる。

　 しかし,こ れらの相違にもかかわらず,両 者の共通点は,共 に大規模な労働交換を

農業において組織 している点である。表1に まとめて示 したようにこの二つの村では,

他の地域に比 して労働交換が非常に盛んであることが分かる。逆に言えばこれがこの

二つの村を本稿で取 り上げる理由なのである。

㎜.労 力動 員の概要

1.　 労力動員における協同労働 と雇用労働

　 一 般 的 に い って,農 耕 過 程 の多 くの 段 階 で 適 当な 労 働 形 態 と量 の 労 力動 員 は,"仕

事 へ の 励 み","仕 事 の迅 速 な完 遂","技 術 的 要 請 の 確保"と い った心 理 的 も し くは技

術 的 な便 益 を耕 作 者 に もた らす(詳 細 は第 四 節 参 照)。 そ の た め耕 作 者 は ど の よ うな

労 働 形態 で,ど れ だ け の 労力 動 員 をす る か の選 択 に迫 られ る8)。 と ころ で前 節 の 表1

に おい て示 さ れ て い る よ うに,マ ド ゥマ ー ナで は 労 働 交 換 な ど の 協 同労 働 に よ っ ての

み 労 力動 員 を行 う。 また ヌ ワ ラ ヤ ーヤ で も,農 業 労 働 者 を あ る程 度 雇 い つ つ も,基 本

的 には協 同労 働 を用 い て お り,そ の程 度 は マ ドゥマ ーナ よ り も高 い。 そ れで は何 故 こ

れ らの農 村 に お いて こ の よ うな 労 力 動 員 の選 択 が 行 わ れ た の で あ ろ うか。 その 点 を こ

こで検 討 して み た い。

　 マ ドゥマ ー ナで は 自給 農 業 が 生 計 維持 の 基 本 で あ る9)。 村 人 は 自 らの労 働 を水 田 と

焼 畑 に投 入 し,自 らの 額 の 汗 に よ って 自家 消費 の た め の収 穫 物 を得 る。 も ち ろん この

よ うな農 耕 過 程 で も世 帯 を越 え た 労 力 動 員 を 必 要 とす る こ とが あ る が,そ の 際,彼 等

は 農業 労 働者 を雇 って 労力 動 員 を行 う と い う こ とは な い。 とい うの は,シ ンハ ラ農 村

で は 一般 に親 戚 を賃 金 で 雇 って働 かせ る と い うこ とは道 徳 に反 す る行 為 で あ る と され

8)お おまか にい って この地域では,世 帯労働力が もっとも小さい場合,つ ま り成人男子が少 な

　 くとも1人 いる場合には,0・25エ ーカー以下の水 田耕作,0.5エ ーカー以下の焼畑耕作な ら,

　 他世帯か らの労力動員の必要 はない。

9)何 人 かの若者は狩猟(dada1am)に 出かける ことがあ るが,彼 等 自身それを仕事@4の ではな

　 く,遊 び(sellam)だ と している し,実 際 ほとんど獲物 には恵まれない。また農 閑期(6月 か ら

　 7月)に は近隣の道路補修等の公共事業で十数 日働 くことはあるが,こ れ らの機会 は農業が始

　 ま るとな くなるので,彼 等の労働配分 のパター ンに変化を与えない。
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ており,前 節でも述べたように,マ ドゥマーナ村民は何 らかの形でお互いに系譜的な

繋がりがあり親戚同志であるから,こ の村には農業労働者 として雇用で きる者がいな

いのである。 もっともラッガラ地方のいくつかの村では農業労働者によって労力動員

を行っているところもあるが,そ れは系譜的繋がりのない低カーストの世帯が村の中

に居住 している場合に限 られ,マ ドゥマーナのような単一カース ト村では今のところ

行われてはいない。またこの村ではこれまで自給農業を営んできたので,豊 富な資本

を持ち大規模な商品作物生産を行える世帯はな く,農 業労働者を雇うような余裕のあ

る世帯はない。そのため後で詳細に述べるように,労 働交換を含むいくつかの協同労

働の形態を選択 して労力動員を行 うのである。

　 これに対 してヌワラヤーヤでは少 し事情が異なって くる。ヌワラヤーヤの稲作農業

はマ ドゥマーナに比べて規模が大 きく,灌漑 施設の整備で安定 しており,利 益の獲得

に重点を置いた市場向けの稲作経営である。そのため毎年比較的大きな現金収入があ

り,雇 用労働を用いての稲作経営が可能なほどの資本力をもっている世帯 も多い。さ

らにこのあたりは大規模な入植地なので潜在的な雇用労働力はかな り大きい。という

のも,農 業労働者として働けることを期待 してこの島の南西部からかなりの世帯がこ

の地域に移住 してきているし,入 植地内の世帯同志も親族関係がないため自由に雇用

し合うことが可能であるからである。 しか しなが ら,こ のような経済条件が揃ってい

ても,ヌ ワラヤーヤの農業では極力雇用労働を用いないようにしている。 むしろ逆

に,表1に 示 したように,他 の地域よりも大規模な協同労働,と りわけ労働交換によ

っての労力動員を行っているのである。これは前節でも簡単に述べたように,次 のよ

うなヌワラヤーヤの二つの性格から理解で きる。まず第一に,ヌ ワラヤーヤの多 くの

世帯は,極 めて強い蓄財への欲求がある。つま り,ヌ ワラヤーヤへ入植した第一世代

は中央高地にあるキャンディー県の出身者が多 く,こ の生活環境の厳 しい ドライゾー

ンに住み続 けることを好まず,資 金をためて老後は生まれ育った村に土地を買い,そ

こで暮 らすことを目指 している。また,こ の地で生まれた若い第二世代はこの地で耕

作面積を増やし,ゆ くゆくは精米所や商店でも経営したいと考えている。そのため無

駄な雇用労働への出資を避けようとするのである。さらに第二には,彼 等の世帯労働

は水田稲作を行 うしか収入を得る道がないことである。この地域の入植地は町から遠

く,自 らの水 田で働くよりも高い収入が得られる就労機会がないので,た とえ農業労

働者を雇 っても,そ れによって置 き換えられた世帯労働力は利用されないまま無駄に

なるからである。言い換えれば,世 帯労働力の機会費用がゼロに近 く,彼 等は自らの

世帯労働を稲作で最大限利用 しようとするのである[cf.　CHAyANov　 l966;MILLAR
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1970]。 そこで協同労働,特 に労働交換を組織 し,と りたてて仕事のない日にせっせ

と他世帯の耕作を手伝いながら自分の世帯労働力を労働交換ネットワーク内にプール

し,必 要な時点で自らの作業へそれ らを引き出し労力動員を完遂 しようとするのであ

る。つまり,無 駄な雇用労働への出費を減 らし,世 帯労働の最大限の利用が可能とな

るのである。

　このように,賃 労働が親族道徳のため制度化されておらず,た とえされていたとし

てもそのための資本もないマ ドゥマーナでは,そ の自給的農業生産において労働交換

等の協同労働が行われ,ヌ ワラヤーヤでは,強 い利益優先志向に基づ く最大限の世帯

労働の利用のために,そ の市場向けの農業生産においても労働交換を中心とした協同

労働が行われているのである。

2.　 協同労働の種類 と制度的背景

　先に述べたように労働交換を含む協同労働には経済的動機や便益が備わっている。

しかし,こ のような経済的側面も,こ れら協同労働を取 り巻 く規範や文化的規則な し

では成立しない。そこでこの項では相互扶助のための規範や規則 と,現 実に行われて

いる協同労働の一般的な形態について概観してみたい。

　マ ドゥマーナやヌワラヤーヤを含むシンハ ラ農民の間では相互扶助の規範があ り,

もし親族(nadayo)が 助け(udauva)を 必要としているときは,何 はともあれ助けに行

かねばならない。また,隣 人や友人が助けを求めているときにも気前よくそ うしなけ

ればならない。特に,世 帯労働の農業への投入によってのみ生活の糧を得るマ ドゥマ

ーナのような自給農業では,働 き手が少なく扶養 しなければな らない子供や老人の多

い大世帯などに対 しては余分な労働扶助を行わねばな らないといった規範がある。特

にマ ドゥマーナのように,多 くの者がこの村に生まれこの村で一生を終えるであろう

と信 じ,い つか自らもそのような困難な世帯サイクルの時期に出会 うであろうと感 じ

ているので,長 期互酬性に基づくこのような規範は歓迎されている。これに対 して利

得を目的とした小商品生産を行 うヌワラヤーヤのような入植地では,余 分な労働扶助

は損失であると考えられほとんど行われず,さ らにいつここから出て行 くとも知れな

い他の世帯との間には長期互酬性を期待 していない。そのため労働力が不足 して経済

的に苦 しいときは,商 人からの借金等により雇用労働を用いて乗り切らねばならない。

そのため,先 ほど述べた一般的な相互扶助の規範はあるものの,マ ドゥマーナのよう

な労働力の不足 した世帯への余分な労働扶助といった規範は明確にはなっていない。

　 しか し,マ ドゥマーナとヌワラヤーヤにおいてこのような規範の内容に若千の相違

535



　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　　 　 　　 　 国立民族学博物館研究報告　 13巻3号

が あ る もの の,い ず れ にせ よ これ らの規 範 に は援 助 の形 や 量 につ いて 何 の 規 定 もな く,

た だ 一 般 的 な 期 待 を 表 して い るだ けで あ る。 そ れ に対 して 協 同労 働 の文 化 的 規 則 は よ

り細 か く相 互扶 助 の 交 換 の ル ー ル を規 定 して い る。 そ こで 次 に文 化 的 規 則 とそ れ に対

応 す る協 同 労 働 の 形 態 を検 討 してみ よ う。

　 高 地 シ ンハ ラ社 会 で は 一 般 に,三 つ の 形 態 の 協 同 労 働 が あ り,そ れ らは 観 伽,

nikang,　kai　a(又 は,　 muttettuva)と 呼 ば れ て い る[RoBINsoN　 l968,1975]。 この ラ

ッガ ラ地 方 で は,加 加 を しば しばmuttettuvaと 呼 ぶ の で,本 稿 で は 肋 卿 で はな く

くmuttettuvaを 用 い る。 な お,こ れ らの 協 同労 働 は家 の修 理 や祭 りの準 備 な ど に も組

織 され るが,も っと も頻 繁 に農 作業 で 用 い られ て い る。

　 これ らの三 つの 形 の う ち 観 α彿 が 本 稿 で 定 義 して い る労 働 交 換 にあ た り,も っと も

一 般 的 な 日々 の農 作業 に用 い られ る
。attamの 基 本 的 ル ール は,こ の形 の労 働 扶 助 を

受 け た場 合 に,同 じ作 業 で 同 じだ け の労 働扶 助 を短 期 間 の うち に返 す とい う点 で あ る。

普 通 は,attamを 組 織 す る世 帯(以 下,ホ ス トまた は ホ ス ト世 帯 と呼 ぶ)が 各 家 を回

って最 適 な数 の人 数 を 集 め るが,こ れ は世 帯 対 世 帯 の 個 人 的 な 取 り決 め で あ る。 い く

つ か の 世帯 は,仕 事 の ロ ーテ ー シ ョ ンを調 整 す るの に便 利 な よ う に,作 季 を通 して あ

る程 度 固定 した メ ンバ ーでａｔｔａｍを組 織 す るが,他 の 世帯 は そ れ ぞ れ の作 業 毎 に新 た

な 組 織 を都 合 に合 わ せ て作 って行 く。 ま た,あ る世 帯 が す で に最適 な数 のattamを 確

保 して いた と きには,た とえ他 の世 帯 か らattamの 申込 が あ った と して も自 己利 益 に

な らな い場 合 には 丁 重 に断 る こ とがで きる。 地 域 に よ って少 し異 な る が,ホ ス ト世 帯

は普 段 ど お りの 昼食 と,午 前 ・午 後 の休 憩 時 に紅 茶 お よ び ビ ーデ ィ(安 価 な 葉 巻 の 類)

を 出す こ とが慣 習 とな って い る。 そ のた め,低 カ ース トとの 共食 を好 ま な い ゴ ィガ マ

な どの 高 カ ース ト世 帯 は彼 等 同志 でattamを 組 織 す る こ とが 多 い。 しか し,こ の よ う

な カ ー ス トに よ る壁 が あ る もの の,attamは 特 定 の 世 帯 との 義 務 的 な 交換 で は な く,

二 者 間 関係(dyadic)に 基づ く交換 で 一 時 的な もの ゆ え に,そ の村 や 地域 の ほ とん ど

の 世 帯 と交 換 関係 には い る こ とが可 能で,大 きな 労 力 動 員 が 可 能 とな る。

　 しか しな が ら,こ の よ うなattam労 働 交 換 に も上 記 の よ うな 自己利 益 優先 だ けで な

い も の もあ る。 そ れ は,あ る世帯 が十 分 なattamを す で に確 保 して いな が ら,親 友 や

遠 縁 の ホス ト世 帯 にattamを 頼 まれ た 場 合 に,そ の 依 頼 を 受 け る こ と に よ って 生 じる

労 働 交 換 で あ る。 も ちろん そ の依 頼 を拒 否 す る場 合 も あ る が,余 裕 の あ る場 合 や,ホ

ス トとの 関係 を維 持 しよ う とす る と きに は そ の依 頼 を承 諾 す る こと にな る。 この 場 合

は,や は りattamの ル ール に則 って返 済 を しな けれ ばな らな いが,そ の 性 格 ゆ え に時

に は返 済 が十 分 で な くて も大 目 に見 ざ るを得 な い こ とが あ る。 この よ うな α伽 祝 は し
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よ っ ち ゅ うあ る ことで な く,こ れ によ る労 力 動 員 の規 模 も大 き くはな い。

　 と ころで この よ うな 二 種 類 のattamは,両 者 を分 類 す る彼 等 自 身 の 呼 び 名 は な い も

の の,依 頼 す る ホス ト世 帯 と依 頼 され る世帯 の 間 で十 分 認 識 さ れ て い る 。 た と え ば,

対 等 な 立場 でattam交 換 を した い場 合 には 単純 にattamの 依頼 を 行 い,断 られ れ ばそ

の ま ま他 の世 帯 に 回 る が,依 頼 相 手 が 十 分 な 労 力 動 員 を 確保 して い る の を知 りつ つ 頼

み 込 む場 合 には,そ れ とな く自 らの 労 力 動 員 が 不十 分 で 助 け を 必要 と して い る 旨 を伝

え る。 ま た お 互 い の作 業 状 況 と労 力 動 員 の程 度 を よ く把 握 して い る場合 に は,依 頼 に

きた だ けで ど ち らのattamで あ るの か が 了 解 され る。 そ こで本 稿 で は,前 者 の 自 己利

益優 先 のattamをattam(1),後 者 の 自 己利 益 優先 で な いattamをattam(H)と 呼

ぶ こ と にす る。

　 この よ うなattamに 対 して,　 nikangは 当面 返 済 を期 待 しな い 援 助 の こ とで あ る。

nikangと は シ ンハ ラ語 で"何 で もな い","無 料 で","何 の返 済 の 期 待 も な く"と い

っ た意 味 で使 わ れ て い る。 このnikang援 助 は,必 ず し も同 じ種 類 で 同 じ量 の 援 助 を

短 期 聞 の う ち に返 済 しな け れ ばな らな い と い うの で は な い が,後 に 助 け られ た もの か

ら援 助 の依 頼 が あ れ ば そ れ に 応 じな け れ ばな らな い。 と こ ろで この よ うなnikangに

も二 つ の形 が あ る。 一 つ は親 友 や 隣 人 の 間 で 行 わ れ る もの で,互 酬 性 は かな り きっ ち

り守 られ る。 た とえ ば あ る世 帯 が す で に耕 起 に遅 れ を と り,さ らに他 の世 帯 が すで に

耕 起 を終 えattam関 係 を結 ぶ 機 会 がな い場 合 に,2日 間nikangの 援 助 を受 け,そ の

返 済 を次 の農 作 業 段階 で あ るま ぐわ か け や 田植 えで2～3日 援 助す る,と い っ た具 合

で あ る。

　 も う一 つ の形 のnikangは 近 親 間 で 行 わ れ る援 助 で あ る。 こ こで言 う 近 親 間 とは 特

にホ ス トの親,兄 弟,子 供,妻,第 一 従 兄 弟 ・妻 の 兄弟 ・姉 妹 の夫(divdssa　massina-),

母 の 兄弟 ・妻 の父(dvdssa　 ma-ma),姉 妹 の息 子 ・娘 の夫(伽4∬a　 bana)と い った者 た ち

の こ とで あ る。 親 族 道 徳 の観 点 か ら言 うと,こ れ らの カ テ ゴ リー の者 た ち に は いつ で

もホ ス トは援 助 を頼 む こ とが で き る し,こ れ らの 者 た ち は 特別 依 頼 が な くと も 自発 的

に援 助 に や って く るべ きで あ る,と され て い る。 もち ろ ん 正 当 な 理 由 が あ れ ば π伽 ㎎

の 依 頼 を 断 る こ とがで き るが,一 度 彼等 が ホ ス トを 助 け よ う とす るな ら必 ずattamで

な くnikangで な け れ ばな らな い。 しか しあ くまで これ は規 範 的な も ので,こ れ らの

近 親 間 に 土 地 争 い や そ の 他 の い が み あ い が あ る場 合 に は η伽 ㎎ が行 わ れな い こ と も

多 い。 そ の た め,そ の よ うな者 た ち は親 族 と呼 ばれ な い よ うに な って い く。 極 端 な事

例 で は,す べ て の親 族 関係(nakama)の が な くな り,葬 式 に しか 出 な い とい った こ と も

あ る。 いず れ にせ よ,こ の よ うな 親族 間 のnikangは,近 隣 に い る親 族 が 限 られ て い る
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上,い く ら親 族 で も世 帯 が 別 な の で毎 日 このnikangを 依 頼す る こと はで きず,日 常

的 な仕 事 へ の労 力 動 員 には 余 り有 効 で な い。 しか しいざ 病 気 や事 故 な ど の危 機 に見 舞

わ れ れ ば,親 族 道 徳 に基づ く援 助 を大 量 に期 待 す る こ とが で き る。

　 この よ う にnikangに も二 つ の形 が あ り,彼 等 の 間 で 特 別 な用 語 で 呼 ば れ て は いな

い が,attamの 場 合 と同 じよ う に農 民 の 間 で 明 確 に 区別 さ れ て い る ので,本 稿 で は友

人,隣 人 間 のnikangをnikang(1),親 族 間 のnikangをnikang(H)と 呼 ぶ こ とに

す る。

　 と ころで,こ れ まで のattamやnikangは 労 働 と労 働 の交 換 で あ った が,　 muttettuva

は労 働 と物 の交 換 で あ る。 こ のmuttettuvaは,ホ ス トと援 助 者 の 関 係 か ら二 つ の形

に分 け られ る。 第 一 の形 は,あ る種 の祝 祭 的要 素 をふ くみ も った協 同 労 働 で,多 くの

援 助者 が1日 か2日,ホ ス トの農 作 業 を手 伝 い,返 礼 と して い つ もよ り良 い"昼 食"

(muttettuva)に あ りつ くと い う もの で あ る。 この よ うなmuttettuvaは 一 般 に,そ の地

域 の有 力 者(呪 医,学 校 教 師,そ の地 区 の下 級 官 吏 な ど)に よ って組 織 さ れ る ので,

あ る種 のパ トロ ンー ク ラ イア ン ト関 係 の 表 れ とい って よ い。 そ の た め こ のmuttettuva

は二 者 間 関 係 で 組 織 され るので はな く,有 力 者 と村 人 一般 との 関係 で 地 域 全 体 に呼 び

か け られ,大 規 模 な 労 力 動 員 が達 成 さ れ る。 これ に 対 して 第 二 番 目のmuttettuvaは 村

民 が 病気 や 事 故 に見 舞 わ れ た時 に,彼 ま た は 彼 の家 族 の者 が村 全 体 に 呼 び か けて 遅 れ

つ つ あ る農 作 業 を完 遂 させ る協 同労 働 で あ る。 これ は村 民 間 の 平等 主 義 と長 期 互 酬 性

へ の期 待 に支 え られ て お り,不 安 定 な 生 活 を 強 い られ る農 民 に とって の一 種 の保 険 の
　　 　 　　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 {

よ うな もの で あ る。 この よ うにmuttettuvaに も,先 のattamやnikangと 同 じよ う に,

二 つ の 形 が あ り,明 確 に 区 別 され て お り,第 一番 目をmuttettuva(1),第 二 番 目 を

muttettStva(III)と 呼 ぶ こ とに す る。

表2協 同 労 働 の 分 類

互 酬 性 ホス トと援助者 と
の関係 組 織 性 潜在的労力

動員の規模

attam  (I) 

attam  (II) 
nikang  (I)

nikang  (Li) 

 muttettuva  (I ) 

 muttettuva  (LE)

同量・同質の労働扶助
による短期間での返済

　　　同　　上

返済は期待されないが,
もし依頼されれば異っ
た量・異った質の労働
扶助を返す。

　　　同　　上

労働と物品の交換

労働と労働の長期間の
互酬

村　民　間　　　　　二者間関係

親友・遠い親族間　　二者間関係

親友・隣入間　　　　二者間関係

近い親族間　　　　　二老間関係

有力者一村人一般　　地域全体

村 人 間　　　　 地域全体

大

小

小

小

大

大
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　 この よ う にマ ドゥマ ーナ や ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ には,大 き く分 け て三 つ の 形 態 の 協 同 労 働

が あ り,そ の そ れ ぞ れ が ま た二 つ の形 に分 け られ る。 これ らの協 同労 働 の特 徴 を,a)

互 酬性,b)ホ ス トと援 助者 との 関係,　 c)組 織 形 態,　 d)労 力 動 員 へ の 貢 献 度,と い

った 四 つ の 点 か ら比 較 す る と,表2の よ う に な る。 こ の よ う な 分 類 はRobinson

[1968,1975]のattam,　 nikang,そ してmuttettuvaと い う三 種 の協 同労 働 の タ イ ポ ロ

ジー よ り もよ り詳 細 な 協 同労 働 の像 を示 して い る と言 って よ いだ ろ う。

3.　 マ ドゥマー ナ とヌ ワ ラヤー ヤに おけ る協 同労 働 の寛 容 さ

　前項では,協 同労働の規範 と文化的規則そ してそれに対応する協同労働の一般的形

態について概観 した。しか し実際の協同労働はこれらの枠組の中で行われるものの,

この枠組は現実の労働交換や労働扶助の量,そ してそのための組織戦略などを規定 し

ておらず,各 世帯はそれらを自らの状況を考慮 しつつ最終的に決定 し実行に移さねば

な らない。そのため実際の村落部での協同労働を十分理解するには,各 世帯の労力動

員に関する意思決定過程と,労 働交換の組織化の実際について検討しなければならな

い。そこで次の第四節と第五節でこのような問題をいくつかの事例を通 して詳細に検

討 していく。 しかしそれに移 る前に,第 四節 と第五節での分析 に重要な役割を果たす

協同労働の寛容性についてこの項で検討 しておきたい。というのも,次 の二つの節で

労力動員の意思決定過程を検討する際に,ホ ス ト世帯がどの程度寛容な労働扶助を受

けることができるのかという問題を考える必要があ り,ホ ス ト世帯が自らの返礼能力

を超えた労働扶助を他世帯から獲得で きるのはどのような条件においてかといった問

題をここで理解しておく必要があるか らである。

　ところでこれまでのシンハ ラ農村研究では,こ のような協同労働における寛容さは

親族関係の距離によって説明されてきた。たとえば,先 ほども述べたように,近 親間

では,短 期での返礼を期待 されない寛容なnikangが 用いられ,短 期の返礼を前提と

したあまり寛容でないattamは 行われないといった指摘はい くつかの民族誌で示され

ているし[TAMBIAH　 I　965;BRow　 l　978],こ のような傾 向は統 計的 にも示されて

きた[RoBINsoN　 l968,1975]。 そこで本項では,こ の親族関係 と寛容性の関係では

な く,そ れとは異なる農耕過程での一般的な諸条件と寛容性 との関係について検討 し

てみたい。

　そのために本項ではまず第一に,労 働力利用の統計数値から,異 なる三つの農耕過

程(マ ドゥマーナの水田耕作 と焼畑耕作それにヌワラヤーヤの水田耕作)で の仕事の

"忙 しさ"が どのように違 うのかを検討する
。というのは,こ の仕事の"忙 しさ"は,
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本項の後半部で検討するように協同労働の寛容性に影響を与える一つの要因であり,

ここではそれを統計的に把握 しておくのである。第二に,こ れら三つの農耕過程にお

ける協同労働の寛容性を,労 働投入パターンやその他の統計的資料をもとに概観する。

この際,協 同労働における寛容さを大まかであるが次の二つの基準で測る。一つは,

attam(fi),　 nikang(1),　 nikang(II)と いった,自 己の便益を押さえて も社会的道徳

や社会的メッセージの伝達のために行われる三つの協同労働の形態10)が,全 労働投入

量の中に総体的に高い割合を占めるか否かという点である。 もう一つは,attam交 換

一般においてどの程度の互酬の不均衡(imbalance)がattam交 換の枠内で行われてい

るかである。そしてこのような統計的事実を踏まえ,第 三 に,ど うして三つの異なっ

た農耕過程でそれぞれ異なった協同労働の寛容性を示すようになるのかを,農 耕過程

での諸条件(こ こでは,仕 事の"忙 しさ",仕 事の身体へのきつさ,相 互扶助に対す

る社会的圧力の程度,不 均衡の認識の尺度)か ら考察する。つまりここでは,協 同労

働における寛容性を世帯間の親族関係から見るのではな く,農 耕過程での作業条件か

ら理解を試みるのである11)。

　1)農 耕過程における仕事の"忙 しさ"

　ここでは世帯構成員がどの程度農業生産に携わっているのかについて三つの農耕過

程別に検討する。

　表3は 農耕過程別での平均耕作面積に対する世帯労働力利用のパターンを示 してお

り,表1で 示 した1エ ーカー当りの平均労働投入量の比較からは読み取れない仕事の

"忙 しさ"を 見ることができる
。 ここで示されている数値は平均値であり各世帯間の

ばらつきは示されてないものの,マ ドゥマーナの水 田耕作と焼畑耕作,そ れにマ ドゥ

マーナの水田耕作とヌワラヤーヤの水田耕作,と いった異なった農耕過程での仕事の

"忙 しさ"に ついての大まかな比較が可能である
。それは世帯成員数の平均がマ ドゥ

マーナ(5,7人/世 帯)と ヌワラヤーヤ(6.0人/世 帯)と であまり変わらないので,

表3の 数値で大まかであるが比較することができるからである。

　そこで各農耕過程での一作季を通 した世帯成員の"忙 しさ"を 全労働投入量から見

てみると,マ ドゥマーナの水田耕作(全 労働投入量:49.9人 ・日/世 帯)と 焼畑耕作

10)muttettuvaは 有 力者の依頼や村民の病気やけがとい った偶発性によ って生 じるので,　muttettava

　のあるな しや労働投入 における割合か らで は寛容性を測 ることはで きず,本 項ではmuttettuva

　を検討 しない。

11)な おここで は協 同 労 働の寛 容 さに関す るマ ドゥマーナ とヌ ワラヤーヤの比 較を意 図 してい

　 るので,ど ち らの村 人 もお互 いの村の状 況をよ く知 らないとい う制 約か ら,こ こでの分 析は

Natural　Decision　Makingア プ ローチのみな らず,統 計的データおよび筆者の体験を総合 して

　行 って いる。
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表3　 マ ドゥマーナとヌワラヤーヤの世帯労働力利用パ ター ン

　　　　　　　　 '　　　　　　　　　　 　　　　 (1981年 マハ季)

マ ドゥマー ナ

(水田耕作)

マ ドゥマー ナ

(焼畑耕作)

ヌワラヤー ヤ

(水田耕作)

自世帯耕地
での作業

28.3

62。1

50.0

(attam)

(9.4)

(27.2)

(57.8)

他世帯耕地での作業

(nikang)

21.6
(12.2)

36.0
(8.3)

65.2
(6.6)

(muttettuva)

(一)

(0.5)

(0.8)

計

49.9

98.1

115.2

(付記)こ こでのすべての数値 は人 ・日/世 帯。平均耕作面積 はマ ドゥマーナ

　 　　 の水田耕作 が0.83エ ーカー/世帯。焼畑耕作が2.25エ ーカー/世帯,ヌ

　 　　 ワラヤーヤの水田耕作 が2.63エ ーカー/世帯。

(同:9＆1人 ・日/世 帯)と で は 明 らか に焼 畑 耕 作 中の ほ う が仕 事 の 量 が 多 く忙 しい。

さ ら にマ ドゥマ ー ナ の水 田耕 作 と ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ水 田耕 作(同:115.2人 ・日/世 帯)を

比 較 す る と,ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ の ほ うが 明 らか に仕 事 が 多 く,多 忙 を極 めて い る こ とが 分

か る。

　 2)協 同労 働 にお け る寛 容 さ

　 先 ほど 述 べ た よ うに協 同労 働 の寛 容 性 を測 る一 つ の基 準 は,attam(ll),　 nikang(1),

nikang(H)と い った 形 態 の 協 同 労 働 が全 労 働 投 入 量 の中 で 高 い割 合 を 占め て い るか 否

かで あ る。 そ こで 三 つ の農 耕 過 程 で の協 同労 働 の種 類 とそ の 全労 働投 入 量 に お け る割

合 を まず 見 て み よ う(表4参 照)。 マ ドゥマ ーナ の水 田耕 作 と 焼 畑 耕 作 を比 べ る と,

水 田 耕作 で は相 対 的 に 高 い率 のattam(ll),　 nikang(1),　 nikang([[)が 用 い られ,全

労 働 投 入 量 の そ れ ぞ れ5.　3%,13.・8%,10.6%を 占 めて い る。 これ に 対 して,焼 畑 耕

作 で はattam(1)の 割 合 が極 めて 高 く,attam(H),　 nikang(1),　 nikang(H)の 割 合

が そ れ ぞ れ0.0%,0.・5%,＆0%と 低 く,こ の 数 値 か ら水 田耕 作 で は焼 畑 耕 作 に比 し

世帯労働

表4　 全労働投入量にしめる各労働形態の割合(%)

attam

 [attam] [attam]

nikang

[nikang] [nikang]

 muttettuva

 [muttettuva]

(1981年 マ ハ季)

[muttettuva]
kuli 総計

マ ドゥマーナ

(水田耕作)

マ ドゥマ ーナ

(焼畑耕作)

ヌ ワラヤーヤ

(水田耕作)

56,8

63。2

39.3

18.8

[13.5][5.3]

27.8

[27.8][一]

45.6

[42.9][2.7]

24.4

[13.8][10.6]

8.5

[0.5][8.0]

5.2

[0。4][4◆8]

0.5

[0.3][0.2]

0.6

[一][0.6]

100

100

9.3100
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てかなり寛容的な労働扶助が行われていることが分かる。つまり同じ村人で同じ相互

扶助の規範を保持 していても,作 業条件の異なる場合には,協 同労働の寛容性に大き

な違いが生 じてくることが分かる。また先ほどのマ ドゥマーナの水 田耕作における数

値とヌワラヤーヤの水田耕作での数値を比較すると,ヌ ワラヤーヤではattam([[),

nikang(1),　 nikang(n)の 全労働投入量に対する割合はそれぞれ2.7%,0.4%,4.8

%し かな く,マ ドゥマーナの水田耕作と比べて極めて非寛容的な協同労働が行われて

いることが分かる。

　 このように上で示した比較からマ ドゥマーナの水 田耕作ではかな り寛容的な協同労

働が行われているのに対して,同 じマ ドゥマーナの焼畑耕作とヌワラヤーヤの水田耕

作では寛容でない協同労働が行われていることが分かる。

　それでは次にもう一つ別の基準で協同労働の寛容性を農耕過程別に検討 してみよう。

ここでのもう一つの基準とは,attam交 換一般(つ ま りattam(1)とattam(H)の 両

方)に おいてどの程度の互酬の不均衡がattam交 換の枠内で行われているかである。

一般に労働交換の互酬に不均衡が生ずるとすれば,大 きな耕地を耕 し相対的に労働力

の不足 した世帯と小さな耕地を耕 し労働力の余った世帯 との間であると考えられる。

そこで三つの耕作過程において,マ ドゥマーナとヌワラヤーヤの各世帯の耕作面積と

労働交換における互酬の不均衡(attam交 換収支で表される)と の関係を示すと,図2,

図3,図4の ようになる。

　図2に よるとマ ドゥマーナの水 田耕作では,少 ない耕地面積の世帯がより大きい耕

地面積の世帯に余分なattamを 与えていることが分かる。つまりattam交 換の枠内で

忙 しくない世帯が忙 しい世帯 に余分な 観磁 労働を与えているのである。しかしなが

図2　 耕作面積 とattam交 換における互酬の

　　 　不均衡

　(マ ドゥマーナ 水 田耕作,1981年 マハ季)

図3　 耕作面積とattam交 換における互酬の

　 　 不均衡

(マ ドゥマ ー ナ 焼 畑耕 作,1981年 マハ 季)
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ら奇妙 な こ と に,図3に 示 され て い

るよ うに,同 じ村 民 で あ るの に,焼

畑 に お いて は あ ま り互 酬 の 不 均 衡 は

み られな い。 つ ま り仕 事 の 多 少 にか

か わ らず寛 容 で な いの で あ る。 ま た

図4か ら分 か る よ う に,ヌ ワ ラヤ ー

ヤ の水 田耕 作 に お け るattam労 働 で

は,親 族 関係 の密 な ベ ラワ ・カ ース

ト世帯 間で は寛 容 で あ る もの の,そ

れ 以 外 の ゴ イ ガ マ ・カ ー ス ト間 で は,

マ ドゥマ ー ナ の水 田耕 作 の時 と対 照

図4　 耕作面積 とattam交 換におけ る互酬の不均衡

　 　(マ ドゥマーナ 水 田耕作,1981年 マハ季)

的に,非 常に厳 しく互酬の均衡を守っている。

　このようにattam交 換の収支からも,マ ドゥマーナの水田耕作では非常に寛容な協

同労働が成立しているのに,焼 畑耕作や,ヌ ワラヤーヤの水田耕作では(ベ ラワ ・カ

ース ト世帯を除いて)非 寛容な協同労働がみられるということが分かる。 しかしマ ド

ゥマーナとヌワラヤーヤにはほとんど同 じ相互扶助の規範と協同労働の文化的規則が

あるにもかかわらず,ど ういう理由で これ ら三つの農耕過程での協同労働にこのよう

な寛容性の違いが生じたのであろうか。 この点を次に検討 してみたい。

　3)　 協同労働における寛容さと農耕過程の諸条件

　まずマ ドゥマーナの水田耕作 と焼畑耕作における協同労働であるが,先 ほどの統計

資料に基づ く検討にみられたように,同 じ村人が水田耕作で寛容になり,焼 畑耕作で

は非寛容になっている。これは一見すると非常に奇妙であるが,農 耕過程の諸条件の

違いを見ると納得がいく。マ ドゥマーナの水田耕作は規模が小さく,先 ほど統計的に

みたように,耕 作期間中の村人は比較的忙 しくない。そのため自らの仕事を犠牲にす

ることな く他の世帯の仕事を手伝うことが可能である。さらに水田耕作は相対的にき

つい仕事ではない。もちろん骨折り仕事に違いないが,焼 畑のように毒蛇に噛まれた

りけがを したりすることはな く,コ ントロールされた環境での仕事である。また水田

は村の中にあり,耕 地まで行 く苦労はほとんどな く焼畑に比べると雲泥の差である。

そのため水田耕作で余分に他世帯を助けることはそれほど苦痛ではない。さらに水田

は村の中にあ り,誰 もが皆の居場所と所業を知っており,こ の"風 通 しの良さ"が 相

互扶助の規範を村人に強いる。というのは第二節でも述べたように,マ ドゥマーナの

各世帯は多岐にわたる相互扶助のネットワークの中に関係づけられており,ぶ らぶら
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しているときに他世帯から仕事を頼まれ断ると,今 後の相互扶助に支障を来すことも

考えられ,余 程のことがないかぎり助けることに同意 して しまうのである。このよう

に,マ ドゥマーナでの水田耕作では,相 対的に見て各世帯の仕事がそれほど忙 しくな

く,仕 事も相対的にきつくなく,さ らに相互扶助の規範が強いられやすい状況にある,

といった ことから,寛 容的な協同労働が行われるのである。

　 これに対 して焼畑耕作は水田耕作 と大きく異なった作業状況にある。まず,先 ほど

統計的にみたように,焼 畑耕作巾の村入は相対的に忙 しい。つまり彼等は互酬の規則

で決められた返礼以上の労働を他世帯にする暇はないのである。また焼畑の作業は極

めて身体にきつい。 棘や切り株,そ れに毒虫や蛇の危険にさらされるし,し かも他

世帯の焼畑耕地の多 くは森の中をかな り歩かなければたどり着 くことがで きず,余 分

な労働扶助など余程のことがなければできない。さらに各世帯の焼畑耕地は村の周 り

の森に散らばっておりお互いの仕事状況はほとんど分からない。たとえ同 じ一続 きの

耕地(ク妙の にいる者同志でも,お 互いがどのような仕事をしているのか,ま たは遊

んでいるのかといったことは分かりにくい。そのため余分な相互扶助を頼まれても,

適当な理由を考え出し断ることができる。つまり,村 から遠 くはなれた焼畑耕地では

社会的規範を強いる他人の目といったものが非常に弱いのである。このように焼畑耕

作では,仕 事の相対的忙 しさ,仕 事のきつさ,そ して社会的規範を強いる社会的圧力

の低 さなどから寛容的な協同労働はあまり行われないのである。

　さて最後にヌワラヤーヤの水田耕作における協同労働をマ ドゥマーナのそれと比較

してみよう。ヌワラヤーヤの農業はこれまで検討 してきたマ ドゥマーナの自給的農業

とは大 きく異なっている。まず,彼 等は規模の大きい稲作を行っているので,先 ほど

も統計的にみたように,耕 作期間中は自らの仕事に従事 しているかattam(1)の 返済

に他世帯の仕事を手伝っているかのどちらかで,極 めて多忙である。さらに森の中に

あり比較的涼 しいマ ドゥマーナと異な り,乾 燥平原にある入植地は極めて暑 く,同 じ

農作業でも疲労は大きい。またマ ドゥマーナと異な り,ヌ ワラヤーヤでは第二節で述

べたようにほとんど親族関係はみられず,各 世帯が独立性を保 って暮 らしており,相

互扶助の規範があるものの短期の互酬を守 る ことの み強調 され,非 寛容的な α伽η

(1)以 外の寛容的な協同労働などほとんど用いられないのである。その上,マ ドゥマ

ーナと決定的に異なるのは,互 酬の不均衡の認識である。マ ドゥマーナにおける互酬

の不均衡は,額 に汗 した骨折 り(drudgery)と して認識される。少々の不均衡があっ

ても,"na,　 nikan〃mahansi　a　vitarai"(い やいや,ち ょっと疲れただけだよ)と 言 うだ

けである。 しかしヌワラヤーヤではそのような認識を行わない。彼等は利益を最大限
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にするためにattam(1)を 組織 しているのであり,'そのため互酬の不均衡は世帯労働

力の損失であり,そ れに見合う賃金の損失なのである。そのため多 くの世帯聞で,返

済で きないattam(1)に はそれに相当する賃金を支払 っているほどである。つまりヌ

ワラヤーヤの水田耕作では,仕 事の忙しさ,仕 事のきつさ,相 互扶助の規範を強いる

社会的圧力の低さ,賃 金に換算され認識される互酬の不均衡,と いったことから協同

労働は極めて非寛容的とな るのである12)。

　 このように同じ相互扶助の規範と協同労働の文化的規則の枠内にもかかわらず,農

耕過程の様 々な要因の違いによって寛容な協同労働から非寛容なものまで現れて くる

ことを見た。そこで次節において,こ こでの分析を踏まえ,よ りトータルな労力動員

の決定過程について検討 してみよう。

W.労 力動 員の意思決定過程

　本節ではマ ドゥマーナやヌワラヤーヤの農民が,各 作業段階で必要な労力動員のた

めに行う意思決定過程について概観する。なお,こ こで示す意思決定過程は,労 力動

員をどのように行うかという二つの村でのインタビューと,実 際の労力動員の観察を

繰 り返すことによって描きだ した筆者のモデルである13)。また本節は一般的な形での

意思決定過程14)を示すことを意図 しているので,具 体的な文脈に即 した事例は第五節

にまわす。

　 こ こで 示 す 農 民(ホ ス ト世 帯)の 意 思 決 定 過 程 は次 の よ うな四 つ の ス テ ップ か らな

る。 第 一 ス テ ップで は,い くつ か の 労 力 動 員 の 形 態 か ら も っと も適 した労 働 形 態 が 選

択 さ れ る。第 三 節 で 述 べ た よ う に,二 つ の シ ンハ ラ農 村 の 場 合 で はnikangやkuli　 vdda

12)も っとも彼等 も不安定な農民であり,い つ事故や病気に見舞われ るともしれない。そのため,

muttettuva(n)だ けは村民間の社会保障 と して実行 されてお り,こ れはある種の道徳的行為 と

　 して認識 されている。

13)調 査を行 ったのは,マ ドゥマーナとヌワラヤーヤの二村における水田稲作 の11耕 作段階(第

　一耕起,畦 修理,第 二耕起,杷 かけ,播 種(移 植),除 草,刈 り取 り,脱 穀場への運搬,脱 穀,

　籾の選別)と,マ ドゥマーナにおける焼畑耕作の8段 階(伐 採,火 入れ,整 地,播 種(ト ウモ

　 ロコシ等),柵 および出作 り小屋の建設,播 種(シ コク ビエ),収 穫,シ コクビエの脱穀)で あ

　 る。 これ らのすべての段階 において,耕 作を行 った これ ら二村のすべての世帯の労力動員の参

　 加者,参 加形態,労 働 日数などを記録 した。 結果的には,約900ほ どの協同労働の事例を記録

　 したことになる。 これ らの事例 の中で約150の 事例を筆者 が直接観察 し,残 りは後で 聞き込み

　 によ って記録 した。そ して このようなデータは整理 したあ と,労 働 を与えた世帯 と与え られた

　世帯 との記録を突 き合わせ,ク ロスチ ェックを行 った。

14)な お本稿では繁雑 さをさける意味か ら一般化するための数量的把握を示 していない。 しか し

　実 際の労働交換の実態を分析 す る に は数量化による把握 は有効であり,そ の詳細 は[ADACHI

　 l986:Ch.4]を 参照 されたい。
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(賃金労働:以 下略 して ん漉 とする)が 選ばれるのではなくまず 傭α解 が選考される。

第ニステ ップでは,特 定の耕作過程での最適な労力動員の規模,す なわち各世帯の労

力動員の需要が決定者の中で意識される。第三ステップでは,決 定者が労力提供者を

捜 しだし,需 要に見合う供給を見いだす。第四ステップでは,前 のステップで需要に

見合 う供給を見いだせなかった場合に,そ の他の形態の労力動員についての決定を行

う。 このように意思決定過程は四つのステップか らな り,以 下,順 にこれらの各段階

について説明を加えていくことにする。そしてそれを通 して,各 世帯がどのような意

思決定過程を経てどれだけの労力動員を行 うのか,ま たそのような意思決定過程にど

のような要因が影響を与えるのか,と いう点を明らかにしたい。

1.　 第 一 ス テ ッ プ

　 こ の ス テ ップで は,農 民 が まず ど の種 類 の 労 働 形 態 を 最 大 限 用 い て労 力 動 員 を行 お

うとす る のか が決 め られ る。 つ ま り農 民 に と って は,attam(1),　 attam(fi),　 nikang

(1),nikang(H),　 mttttettuva(1),　 muttettuva(H),　 kuli,と い った 労 働 形 態 か ら,

ど れ を最 大 限 用 いて 目的 を達 成 す る か が決 め られ るの で あ る。二 つ の村 に 関 して はす

で に第 三 節 で 示 した よ う に,マ ドゥマ ー ナで は 日常 的 に規模 の大 きい労 力 動 員 が 可 能

で あ る と い う理 由か らattam(1)が 選 ばれ,ヌ ワ ラヤ ーヤで も その 経 済 性 と規模 の大

きな 労 力 動 員 が で きる とい う理 由でattam(1)が 選 ば れ る 。この ス テ ップ は,　Gladwin

[1980]の 枠 組 の第 一 段 階 に相 当 し,次 か らの ス テ ップ が第 二 段 階 にあ た る。

　 2.第 ニ ス テ ップ

　 このステ ップでは決定者が,所 与の耕作段階で,ど れだけのattam(1)を 組織する

ことでもっとも大 きい便益を享受することができるのかを考える。つまり労働交換の

需要を見出すステ ップである。後で詳 しく述べるように,農 民は,各 耕作段階でどの

ような種類の便益がもっとも重要なものであるかについてほぼ共通の考えをもってお

り,そ の便益を最大化するようにattam(1)の 動員量を計算するのである。そのため,

この需要を計算する際に,ど の耕作段階で,ど のような種類の便益をもっとも優先す

るのかが重要な点となる。

　 ところで,こ れまで労働交換がもた らす種々の便益については個々の具体的な指摘

がなされてきたし[BENNETT　 1968;MooRE　 l975;KARuNANAYAKE　 1980],そ

れ らの便益も,生 産規模の増加とその結果 としての費 用の低下によってもたらされ

る利益または功利性の増加 という"規 模の経済学"か ら一般的にも説明されてきた
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[ScHNEIDER　 1974:234]。 しか し本稿のNatural　 Decision　Makingア プローチで

は,文 脈抜 きの一般的な便益ではな く,特 定の耕作段階における農民の指摘する便益

に基づかねばならない。そ こで以下において,マ ドゥマーナとヌワラヤーヤの農民が

共通に認識している便益について検討 してみよう。

　 これらの農民が指摘する労働交換の様々な便益を整理すると明確に異なる三つのカ

テゴ リーに分けられる。 それらを注意深 く筆者の言葉に置き換えて列挙すると,"仕

事への励み","仕 事の迅速な完遂","技 術的要請の確保"と なる。

　まず第一の"仕 事への励み"で あるが,彼 等によるとこの便益は三つの経路で由来

する。まず,労 働交換の実践を通 じてお互いの信頼関係が一時的であれ高ま り,病 気

や事故でホス トが仕事に出られな くても,そ のattam仲 間がある程度の援助,つ まり

nikang(1)を 援助してくれた り,　muttettuva(H)の 組織化を率先 して行って くれると

いう期待が持てる。つま り"不 安にな らない"(勿 α励)の である。 もう一つは,労 働

交換の組織化による仕事のローテーションの確立で,各 自はそれに従って働かなけれ

ばならな くなる。つまり1人 で仕事をするとなるとおっくうになる仕事も,集 合的な

スケジュールの確立で"お っくうにならない"(kammdili　na)の である。三つめは,多

くの人数で仕事をするので冗談や噂話を したりしてお互いを励ましあうことができる

点である。要するにこのような便益を含み持ったものとしての"仕 事への励み"な の

である。

　第二の"仕 事の迅速な完遂"と は仕事が素早 く終わり,そ の結果を直ちに見ること

がで きるという便益である。たとえば1人 で10日 かかる仕事を,9人 の援助者と共に

1日 で終えると,そ の結果がす ぐに見え非常な満足をもたらすことがある。このよう

な便益を,彼 等は,労 働交換をすると"仕 事が早い"ω 認説肱解απ)といっている。

　第三の"技 術的要請の確保"と は,い くつかの耕作段階で作業の速度を適度に保 っ

たり,分 業に必要な人手を集めることで生 じる労力の効果的利用からの便益で,耕 作

段階によって異なるが,労 力の節約,仕 事の質の向上,収 穫物の保全といった便益に

結果する。

　ところでこのような労働交換の三つの便益がこの地域の農民に認識されているので

あるが,こ れらの農民は特定の耕作段階での作業条件を十分考慮 し,長 年の経験から

特定の便益をもっとも必要なものとして選んでいる。たとえば水田耕作の耕起や焼畑

の伐採においては"仕 事への励み"が 重視される。というのはこれらの仕事は多くの

耕作段階中でもっとも重要かつ重労働を必要とする仕事であるからである。この地域

の水田耕作では集合的水管理のために,あ る世帯が耕起に遅れをとるということはそ
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の作季の水 田耕作を水管理者によって放棄させ られることを意味 し,焼 畑耕作におい

ても雨季の始まる前に伐採が完了しないということは火入れができず耕作の断念を意

味する。つまり病気や事故で作業 に遅れを取ることがもっとも農民にとって恐いこと

なのである。そのため少な くとも何人かの α伽窩交換を組織 し,い ざというときの援

助を確保 しておこうとするのである。またそれと同時に,こ れらの作業は多 くの耕作

段階中でもっともきつい作業の一つである。暑い太陽を背に受けて水牛を操 りなが ら

泥田を一 日中歩きまわる水田の耕起 と,森 の中で蛇や毒虫に注意しながらの木を切 り

倒 してい く焼畑の伐採はもっとも辛い仕事であ り,集 合的なスケジュールで自らを縛

り,お 互いに励ましあって作業を行 う必要があるのである。つまりこのような理由か

ら彼等は労働交換を行い"仕 事への励み"を 獲得 しようとするのである。別の例を挙

げれば,早 く半年間の労働の成果を見たい稲の収穫時には"仕 事の迅速な完遂"が も

っとも大事な便益とされ,そ れを満たすような労働交換を行おうとする。また田植お

よび種籾の直蒔きでは,第 二耕起後1～2日 のうちにそれらの作業を行わねば田の表

面が堅 くな り作業に手間取る。そこで このような"技 術的要請の確保"の ため労働交

換を行い素早 く作業を終えるのである。さらに牛蹄脱穀の際には,1人 が牛を追い,

他の数人が長い棒で稲束をほぐし籾を下に落 とすという分業が必要であり,こ のよう

な"技 術的要請の確保"が 重視され,そ れに向けた労働交換が行われるのである15)。

　さて,そ れではこのように選ばれた特定の便益からどのようにして労働交換の需要

が農民によって計算されるのであろうか。その点を次に検討してみよう。まず"仕 事

への励み"が 重視されるような耕作段階についてであるが,こ のような耕作段階では

α伽規援助者を多 く集め単純に早 く仕事を終えればよいというものではなく,信 頼で

き技術的にも確かな援助者をその作業段階が終わるまで最低2,3人 集めることが必

要とされている。そのためこのような援助者の延べ人数がこの場合の需要となる。ま

た"仕 事の迅速な完遂"が 必要 とされる耕作段階では,仕 事の高い質が要求されない

かぎりにおいて,最 大限の援助者を集めることがもっとも良い動員のやり方となり,

具体的には1～2日 で仕事を完遂させることができる援助者の延べ人数が最適な需要

となる。さらに"技 術的要請の確保"が 重要な耕作段階に関 しては,そ の技術的要請

の内容によって需要が大きく変化するのでそれをすべてここに示すことは難 しいが,

一般的には,作 業での特定のスピードが技術的な要請であるな らそれに見合う α伽初

15)水 田耕作 と焼畑耕作における各耕作段階での重視 され る便益 とその理由に関 して は,詳 細な

　耕作過程での作業条件を考慮す る必要があ りここで詳細 に論ずる余裕がない。そのため詳 しく

　は[ADAcm　 l986,Ch.5]を 参照されたい。ただ し,言 うまで もな くこの便益 の選択パター ン

　はこの地域の生態的,農 業技術的条件 に大 き く拘束 された結果で あり,必 ず しも他の地域で普

　遍的に見 られるとは限 っていない。
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援助者の延べ総数が需要であり,作 業での特定の分業が技術的要請ならばその分業 に

必要な援助者の延べ総数が需要となる。なお,こ のような"技 術的要請の確保"の た

めの田植えにおける労働交換の事例が次節に示されているので,具 体的にはそれを参

照 していただきたい。

　このように,こ の第ニステップで農民は特定の耕作段階での労働交換の需要を頭の

中で計算する。しかしこの需要が必ず しも現実に満たされるとは限らない。そのため

には各農民が積極的な労働交換の組織化を通 して需要を満たす努力をしなければな ら

ない。それを行うのが次に検討する第三ステップである。

　 3.　 第 三 ス テ ップ

　このステ ップでは二つのことが行われる。一つは,第 ニステップで計算 した労働交

換の需要がホス ト世帯の返済能力を超えてないかどうかを検討することである。 もう

一つは,こ れまでの意思決定過程 と異な り,単 なる頭の中の計算ではなく,決 定者み

ずからが村や近隣を回って,需 要 に見合うattam援 助者を募ることである。つまり決

定者みずから供給を見つけ出してこなければな らないのである。そ してそれが十分で

なければ,第 四ステップで再びそれ以外の労力動員の選択を迫られるのである。

　まず初めに,需 要とホス ト世帯の返済能力についてであるが,一 般に農民社会の農

業は自然環境の影響を強 く受けており,季 節変化に応 じたタイミングが重要である。

その結果,各 世帯の作業過程は大きくばらつくことな く一定の期間内で一斉に進行す

る。そのため,短 期互酬性を前提としている労働交換では,返 済期間が限られ,自 ず

と各世帯の返済能力にも限界が生ずる。ということは,そ れに応 じて,各 世帯 ごとに

受け入れることがで きる労働交換の量にも限界があることを意味している。その際,

前節の第三項で示 したように,互 酬の不均衡に関して寛容な らば,こ の世帯の返済能

力をある程度超えて労働交換を組織することができるが,ヌ ワラヤーヤのようにほと

んどそれに関しては寛容でない村の場合はそういう訳にいかない。その際には,第 ニ

ステ ップで計算 した最適量の労働交換を諦めて,こ の世帯の能力内で可能な労働交換

量にまで落 とし,次 に行 う交換労働の組織化に力を注がねばならない。

　 さて,こ のようにして頭に描かれた需要を現実のものとす るため,決 定者は労働交

換に向けて戦略的に動かねばならない。そのために決定者は労働交換ネットワークを

作 り上げそれを通 して需要に見合った交換労働を確保しなければな らない。ここでの

労働交換ネ ットワークとは,あ る一つの世帯が他の世帯との間に作 り上げた労働交換

のためのaction-setの 束である。 ある世帯の労働交換ネットワークは他の世帯の労
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働交換ネットワークと部分的には重なっているが,完 全に一致することはない,こ の

労働交換ネットワークは意識的に労働交換の実用的な目的のため作 り上げられてきた

ものであ り,そ のため,実 用的な目的の変化,た とえば世帯内労働力の変化や耕作面

積の変化による労力動員量の変化によって,そ のサイズやパターンが変わる。ただ し,

一般の世帯は
,少 なくとも数年の間は,ほ とんど同じ世帯構成員で同じ規模の耕作を

行うので,こ のネットワークは比較的固定されたものとなる。一度作 り上げ られたネ

ットワークは,実 際の労働交換の繰り返しによってのみな らず,頻 繁な訪問とお互い

の耕作スケジュールについての情報交換によって維持される。というのは,こ のよう

な情報な しでは,世 帯労働力や耕作面積の異なる多くの世帯 との間で,観 αη援助の

受け入れと返済をこなすことは至難の技となるからである。また,こ の情報は労働交

換ネットワークの内部に限られることが多いので,た とえ この労働交換ネットワーク

をこえて 観磁 の相手を捜 しにいっても,お 互いのスケジュールを合わせることが難

しく,時 間の無駄に終わることが多いのである。

　 ところで各世帯が自らの需要を満たす供給(つ まり自らの需要を満たす交換労働)

を確保する戦略には二つのレベルがある。詳細は次の節で具体的に述べるが,一 つは,

十分な労働交換の容量を持った比較的固定化された労働交換ネットワークの形成 ・維

持である。もう一つはこの労働交換ネ ットワーク内で素早 くもっとも都合のよい世帯

と 観α祝 の約束を取 りつけることである。 というのは,労 働交換ネットワークといえ

どもその内部の世帯が必ずattamの 依頼を承諾するとは限 らないため,相 手の情報を

よく知った上で,で きるだけ早 く取り決めなければな らない。ヌワラヤーヤなどで顕

著なように,も し何 らかの都合で村を数日空けて組織化に出遅れると,帰 ってきたと

きにはすでに多 くの世帯が他の世帯との取り決めを終えて しまっているという事態も

生ずるのである。

　 このようにこの第三ステップにおいて,決 定者は自世帯の返済能力を考慮しながら,

労働交換ネットワークの形成 ・維持に務め,さ らにその労働交換ネ ットワーク内部で

すばやく労働交換契約を取りつけるのである。そして需要に見合 う供給を捜 し当てた

ときに,こ の意思決定過程はここで終わる。 しかし,十 分な労働交換を組織できなか

った場合は,次 に述べる第四ステ ップにおいて,そ の他の労働形態による労力動員の

決定に移らねばならない。

4.第 四 ス テ ッ プ

　 この ス テ ップ にお け る決定 は,大 き く二 つ の タ イプ に分 け られ る。 ま ず 一 つ は,第
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ニ ス テ ップで"仕 事 へ の 励 み"や"仕 事 の迅 速 な 完 遂"と い った 便 益 が 重視 さ れ る耕

作 段 階(た と え ば,水 田耕 作 の 耕 起,刈 り取 り,焼 畑 耕 作 の伐 採,整 地,シ コ ク ビエ

の播 種 と刈 り取 り等)で の タ イ プ で あ る。 この タ イ プで は,便 益 が基 本 的 に心 理 的 な

もので あ り(実 際 にそ れ は 農 民 社会 で 重要 な こ とだ が),な りふ り構 わ ず,当 初 の需

要 を満 た さね ばな らな い とい う こと は な い。 そ の た め,マ ドゥマ ー ナで は,寛 容 的 な
　 　 　 　 げ

nikangな どを再び近親や友人の世帯を回って取りつけ,そ れでも不足の場合は,そ の

ままで実際の作業にかかる。心理的便益のためにそれ以上の努力は しない。それに対

してヌワラヤーヤでは,こ れまでに述べたように寛容 的なnikangな どを動 員で きる

状況にはない。 また心理的便益のために賃金を払って ん読 を雇 うよ うな不経済なこ

ともしない。

　 これに対 して,"技 術的要請の確保"が 重視される耕作段階(た とえば,水 田耕作

の田植え,直 蒔き,脱 穀等)で は,こ れを満たす労力動員が直接効率的な労働投入に

結果 した り,収 穫物のロスを減少させたりするため,単 なる心理的便益でな く,極 力

当初の需要を満たすような労力動員を行おうとする。マ ドゥマーナではnikang(H)

を中心とした動員を求めて村を歩 き,ヌ ワラヤーヤでは ん読 を雇 って最低の"技 術

的要請の確保"を 行うのである。

　 このように労力動員の意思決定過程を四つのステップに分けて概観 した。特に本項

では,労 働交換の意思決定が,第 ニステ ップと第三ステップにおける交換労働の需要

と供給の媒介,も しくはせめぎあいという形で行われることを一般的に示 してきた。

ところでマ ドゥマーナとヌワラヤーヤの三つの耕作過程について,こ のような意思決

定過程を経て現実の労力動員が行われた結果が付録1と 付録2に 示されている。 しか

し,こ れらの資料だけでは現実の労力動員の結果 しか分からず,そ れぞれの世帯での

交換労働の需要と供給がどのようにして媒介されたかといった問題には何の知見も与

えてくれない。そ こで本節で一般的にみてきた労働交換における需要と供給の媒介と

いう問題を,次 節でいくつかの事例を通 してより具体的に検討 してみることにする。

V.労 力動員の意思決定過程 と実際の協同労働

　本節では,労 働交換とその他の相補的な労力動員に関する意思決定過程とそれに基

づ く協同労働の実践について,マ ドゥマーナとヌワラヤーヤでの事例を通 して検討 し

てみたい。そしてさらに,こ のような事例をもとに,第 一節で示 した労働交換の二つ

の問題を考察してみたい。

　なお本稿の目的は労働交換の分析にあるので,本 節ではそれと直接かかわる意思決
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定過程の第三ステップを中心に検討 し,寛 容的な労働交換を行 うマ ドゥマーナでの事

例と,利 得優先で非寛容的な労働交換を行うヌワラヤーヤでの事例を詳しく見てみる。

特に,こ のステップにおいて決定者が行う労働交換の最適な供給の確保に向けた戦略

に注 目し,労 働交換がどのような競争を前提 として行われているかを示す。また本節

では,決 定者が第ニステップで抱 く需要の規模を各事例でそのつど確認する。 これは

特に第三ステップでの決定者の組織戦略と,そ の実際の結果である労働交換ネットワ

ークの性格を理解する上で役に立つ。というのも,こ れまでのシンハ ラ社会での労働

交換の分析が親族関係 との相関においてのみ検討され,一 度そのような相関がないと

分かるや,労 働交換の組織原理は単に"individual　 convenience"[LEAcH　 l961:

281]と だけ指摘 し,そ れ以上の検討がされてこなかったという経緯があり,各 世帯

の需要の認識がこの問題を再検討するために必要な手続きであるからである。

1.マ ドゥマー ナの水 田耕作 での事 例

　 マ ドゥマ ー ナ は森 の 中の 小 さな 村 で あ る。23戸 の家 は村 の 水 田の周 り に集 ま り,一

つ の 道,一 つ の水 浴 び場 をみ な で 使 う。 この よ うな村 の生 活 か ら,誰 もが み な の居 場

所 や耕 作 の ス ケ ジ ュール を 知 って お り,そ の た め,す べ て の村 人 が 労 働 交 換 の潜 在 的

な相 手 とな る。 言 い換 え れ ば,す べ て の 世 帯 の労 働交 換 ネ ッ トワ ー ク にす べ て の他 の

世帯 が含 ま れ て い る と言 って よ い。 しか し現 実 には,各 世 帯 が この ネ ッ トワ ー クの 中

か ら手 当 た り次第 に相 手 を見 つ け るの で は な く,そ こに は一 定 の特 徴 的 なパ タ ー ンが

み られ る。 そ れ は,第 三 節 で 示 した よ う に,こ の村 の水 田耕 作 で は互 酬 の不 均 衡 を余

り気 に しな い寛 容 的 な 労 働 交 換 が行 わ れ る こ との結 果 で あ る。 そ こで 幾 つ か の事 例 を

通 して,そ の よ うな 特徴 的な パ タ ー ン にい た る労 働 交 換 の意 思 決 定過 程 とそ の実 際 の

交 換 過 程 を み て み よ う。

　 H.M.　 Tilakaratne(M-8)16)は56才 で,こ の村 で 信 頼 され て い る農 民 の一 人 で あ る。

彼 は謙 虚 で,村 内の 政 治 的 な 動 き には い つ も中 立的 な 立 場 を 取 って い る。彼 は0.5エ ー

カ ーの 水 田 しか所 有 して いな いが,さ らに2。25エ ーカ ーの水 田を ここ数 年 間ande契

約 に よ って他 の世 帯 か ら借 りて お り,全 部 で2.75エ ー カ ー を耕 して い る。彼 の世 帯 は,

彼 の 家族 と長 男 の家 族 か ら構 成 され て お り,水 田耕 作 は お もに彼 の 妻,3人 の 息子,

そ して 長女 の 助 け を得 て行 って い る。 この よ うな大 家 族 の た め,ほ とん どの 作業 は,

16)本 稿 で言及 され る名前 の後 ろには括弧で括 られたアル ファベ ットと数字があるが,こ の アル

　 フ ァベ ットは,そ の名前 の人物がいる村の名前を表 し,Mは マ ドゥマーナ,　Nは ヌワラヤーヤ

　 のことである。また数字は,筆 者がつ けた各村の世帯番号で,そ の番号を用いて各世帯間の交

　換労働の流れが付録1に 示 されている。
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彼 等 だ けで す ます こ とが で き るが,田 植 え や稲 刈 り,そ れ に脱 穀 作 業 は他 世 帯 か らの

労 力 動 員 を 必要 と して い る。 そ こで これ らの耕 作 段 階 の 中 で も も っと も多 くの労 力 動

員 を必 要 とす る 田植 え の 事 例 を見 て み よ う。

　 マ ドゥマ ーナ の水 田 で は,田 植 え は板 ま ぐわ に よ る整 地 の あ と2日 か ら3日 以 内 に

行 わ ね ばな らな い。 とい うの は,整 地 の 後,日 が 経 つ と表 面 が堅 くな り,田 植 え に非

常 な 手間 が か か るか らで あ る。 この村 の水 田で は一般 に,1エ ー カ ーの水 田 の 田植 え

を終 え るの に18人 ・日か か るので,2.75エ ー カ ー耕 して い るTilakaratneの 場 合 は,

50人 ・日の労 働 力 を2日 か ら3日 の 間 に動 員 す る必 要 が あ る。彼 は 田植 え に際 して,

この よ うな規 模 の大 きい労 力 を必 要 と して い るの で3日 間 か け て仕 事 を 終 え る こ と に

した 。彼 の世 帯 に は6人 の労 働 力 が あ り,3日 間 で18入 ・日を カ バ ーで きる。 そ の た

め50人 ・日の う ち,32人 ・日を労 働 交 換 で 集 めれ ばよ い。 これ が 彼 の 田植 え に お け る

労 働 交 換 の 需 要 で あ る。

　 しか し,こ のTilakaratneの 需 要 は彼 の世 帯 の 返 済 能 力 か ら見 る と余 り現 実 的で な

い。 マ ドゥマ ー ナで は村 の集 合 的 な 水 管 理 の 規 則 か ら,耕 起 か ら田 植 え(ま た は直 蒔

き)ま で の作 業 を15日 以 内 に終 え て しまわ ね ばな らず,結 果 的 に,こ の村 で は第 二 耕

起 後 の6日 間 ぐ らい しか 田植 え の期 間 は残 され て いな い。 つ ま りそ の 聞 しかattam交

換 は で きな い ので あ る。 さ らに この地 方 で は,田 植 え は 女 の仕 事 で,自 らの世 帯 の 田

植 え は 男 が手 伝 う もの の,attamに は女 しか参 加 で きな い。 そ のた めTilakaratneの

世 帯 で は,自 らの 世帯 の 田植 え に3日 費 やす ので,attamの 返 済 に は3日 しか残 さ れ

て い な い。 彼 の世 帯 の女 た ち と言 え ば,妻 と長 女 だ けな の で この2人 が3日 間返 済 し

て も ほん の6人 ・日分 のattamに しか な

らず,正 確な短期互酬を保つかぎりは,

これが彼の世帯の返済能力となる。 しか

しそれにもかかわらず,第 三節で示 した

ように,村 人が水田耕作においてはかな

り寛容なattam交 換を行ってくれるとい

う認識から,彼 はこの時彼の世帯の返済

能力を超えたattamの 組織化を行 うこと

に決めた。

　 ところでTilakaratneが 労働交換の相

手をどのように組織するかを見る前に,

村落内の各世帯を便宜上,図5の 様な四 図5　 世 帯 分 類
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つ の グル ープ に分 け て お く。 この グル ー プ分 け は,労 働 交 換 の相 手 を捜 す 上 で重 要 な

目安 で あ る耕 作 面 積(労 働 交 換 の 需 要 に対 応)の 大 小 と,世 帯 労 働 力(労 働 交 換 の供 給

に対 応)の 大 小 か ら大 ま か に分 類 した もの で あ る。 この 世 帯 分類 で は,世 帯(1)は 耕

作 面 積 が 小 さい が世 帯 労 働 力 が大 き いの で,労 働 力 が相 対 的 に余 って い る世 帯 で あ る。

世 帯(H)は 耕 作 面 積 が小 さ い が世 帯 労 働 力 も小 さ い の で,労 働力 に そ れ程 余 裕 がな い。

世 帯(皿)は 世 帯 労 働 力 が大 きい が耕 作 面 積 も大 き いの で 世 帯(ll)以 上 に労 働 力 が不

足 して い る。 最 後 の世 帯(Iv)は 耕 作 面 積 が 大 きい の に もか か わ らず世 帯 労 働力 が小 さ

い の で,も っと も労 働 力 の不 足 して い る世 帯 とい う こ とに な る。 マ ドゥマ ー ナ の各 世

帯 を この よ うな分 類 に基 づ い て みて み る と,世 帯(1)に は後 で 述 べ るSiriwardane

(M-4)とKiribanda(M-12)が 該 当 し,世 帯(皿)に はTilakaratneの 世 帯 と こ れ も

後 で 述 べ るHcenbanda(M-7)が 該 当す る。 ま た残 りの世 帯 は そ れ ぞ れ ぱ らつ き が

あ る もの の世 帯(ll)に 分 類 で きる。 な お 世 帯(IV)に は現 在 の と ころ該 当す る世 帯 が こ

の村 に は な い17)。 さて この よ うな 分 類 を した 上 で先 ほ ど のTilakaratneの 田植 え に

向 け た労 働交 換 の組 織 化 を検 討 して み よ う。

　 Tilakaratneは,労 働 交 換 を組 織 す る際 に この 数 年 間 い つ もい くつ か の特 定 の世 帯

か ら頼 ん で 回 る こ とに して い る 。そ の よ うな世 帯 とは,比 較 的労 働 力 に余 裕 の あ る世 帯,

つ ま り先 ほ ど世 帯(1)に 分類 した 世帯 で あ る。 そ の う ちの一 っA.G.　 Siriwardane

(M-4)の 世 帯 は,わ ず か0・25エ ーカ ー しか耕 して いな い が,彼 と弟,そ れ に母 親 の3

人 が 働 くこ とがで き る。 も う一 つ はH.M.　 Kiribanda(M・12)の 世 帯 で,0.・75エ ー

カ ーを耕 し,こ の世 帯 に は男 女3人 ず つ の 働 き手 が あ る。 しか し この年 は,Siriwar-

dane(M-4)が 田植 え をせ ず 直 蒔 き をす る とい う こ とだ った ので 彼 の世 帯 は除 外 し,

田植 え を行 うKiribanda(M-12)の と ころ を訪 れ た。　Kiribandaは そ の時 点 で す で

に 他 の世 帯 と十 分 な労 力 動 員 の手 筈 を整 え て い た が,彼 の と ころ に は十 分 な 女 手 が あ

る の で,5人 ・日分 のattam労 働 をTilakaratneに 約束 した。 つ ま り これ は,第 三

節 で 述 べ た よ う に,自 らは 必要 が な い の に相 手 の こ と を考 慮 したattam交 換,つ ま

りattam(H)と い う こ とで あ る。　Tilakaratneは さ ら に,田 植 え を 計 画 して い る5世

帯 を訪 ね,H.M.　 Somadasa(M-21)か ら2人 ・日のattam(ll)と 他 の4世 帯 か らそ

れ ぞ れ1人 ・日のattam(1)を 約 束 させ た 。 この結 果 彼 は11人 ・日のattamを 確保 し,

17)第 二 節 で も述 べ た が,村 の 呪 薩 であ るH.M.　 Darlnadasa(M-1)は3.75エ ー カ ーの 水 田 を所

　 有 して お り,五 年前 まで は一 番 下 の息 子 と妻 の3人 で 耕 作 を して お り,attam(II)やnikang,

　 muttettuva等 を多 く得 て 労 力 動 員 を確 保 して い た。 この 時点 で はDarmadasaは 世 帯(IV)に

　 分 類 で きた 。 しか し,Darmadasa夫 婦 も年 を 取 り,息 子 も入 植 地 で 土 地 を 得 た ので,現 在 は

　 0.50エ ー カ ーを 残 して残 りの 土 地 はande契 約 で他 の世 帯 に貸 して い る。 そ の結 果,現 在 マ ド

　 ゥマ ー ナ に は世 帯(IV)に 分 類 で きる世 帯 はな い 。
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彼 の需 要 で あ る32人 ・日の う ちの11人 ・日を得 た こ と にな る。 そ こで 残 りの21人 ・日

分 の労 力 を求 め て,直 蒔 きを行 う四 つ の世 帯 か らnikang(1)を12人 ・日分 約束 させ

た 。 さ らに彼 は,マ ドゥマ ー ナか ら11kmは な れ た妻 の 出身 村 に息 子 を 送 り,妻 の

兄 弟@α ∫蜘 の の 娘 を3人 送 るよ うに頼 み,ほ ぼ彼 の 田植 え に必 要 な 労 力 動 員 の 準備

を整 え た。 実 際 の 田植 えで も約束 通 りの 人 数 が集 ま り,そ の上,妻 の村 か ら きた3人

の娘 を 目 当 て に,新 た に2人 の若 者 が3日 間nikang(1)援 助 を 申 し出た の で,仕 事

は順 調 に運 ん だ。

　 こ の よ う にTilakaratneは 労 働 力 に余 裕 の あ る世 帯(1)と の 交 渉 を皮 切 に,　attam

(1)の みな らずattam(H)も 集 め,さ らにnikangを 大 量 に組 織 す る こ とで,2.75エ

ー カ ー の 田植 え を終 え た
。 特 に彼 はattamを 返 済能 力(6人 ・日)を 超 え て組 織 した た

め,表5に 示 した よ う に,実 際 は返 済 能 力 分 しか返 さず,KiribandaとSomadasa

の世 帯 に は1人 ・日ず つ しか返 して いな い。 しか しな が ら,第 三 節 で 見 た よ うに,マ

ドゥマ ー ナ に は労 働 力 の不 足 して い る大世 帯 を 助 け る とい う規 範 が あ り,さ らに この

村 の水 田耕 作 に お け る α伽 ㎜ の不 均 衡 は マ ドゥマ ー ナ の村 人 に と って大 した重 荷 で も

な く,他 の 世 帯 が 手 助 け を 必要 と して い る と き にTilakaratneの 家 族 が十 分 な 対 応 を

し,村 内 の揉 め ご とに 中立 的 で あ るか ぎ り,他 の世 帯 か ら不 満 がで る こと はな い。

　 このTilakaratneと は 対 照 的 に,世 帯(1)に 分類 され るA.　 G.　Siriwardane(M-4)

は,0.25エ ー カ ー を3人 で 耕 す ので あ るか ら,全 く他 の世 帯 か らの援 助 を必 要 と しな

い 。 しか しな が ら,そ の相 対 的 に大 きな 世 帯 労 働 力 の た め に,世 帯(皿)や 世 帯(III)か

らattamの 申 込 が相 次 ぐ。 そ の た めSiriwardaneは 実 際 上 あ ま り必 要 の な いattam

交 換 を 行 う こ とにな る。 た と え ば,彼 が直 蒔 きを行 った と きの事 例 を見 て み よ う。 ま

ずSiriwardaneが 直 蒔 き を しよ う とす る時 点 で,も う す で に 彼 の 弟 は他 の世 帯 に

表5　 H.M.　 Tilakaratne(M-8)の 田 植 え にお け るattam交 換

交換相手 耕作面積(
エーカー)

世帯労働力

(男)(女)

M-8へ のattam援助

(人 ・日)

M-8か らのattam

返 済

(人 ・日)

M-12 

M-13 

M-15 

M-17 

 M-21 

M-22

0.75

1.25

0.50

0.75

1.50

1.00

3

1

1

1

3

1

1

2

2

1

3

1

5 (attain (II)) 
1 (attain (I)) 
1 (attain (I)) 
1 (attain (I)) 
2 (attam (II)) 
1 (attam (I))

1

1

1

1

1

1

計 11 6

(付記) Tilakaratne(M-8)の 世 帯 は2.75エ ー カー の 田植 えを 行 い,世 帯 労 働

力 は男4人,女2人 。
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attam労 働 を与 え て お り,H・M.　 Heenbanda(M-7)に4人 ・日,　A・G・Mudalihamy

(M-6)に2人 ・日分 の 直蒔 きに お け る貸 し(ua7a)が あ った。 マ ドゥマ ー ナで は,2人 ・

日分 の労 働 力 で0.25エ ー カ ーの 直蒔 きを1日 で 終 え る こ とが で き,も しSiriwardane

と彼 の弟,そ れ に6人 のattam援 助 が あ れ ば,2～3時 間 の 内 に仕 事 は終 わ りとな る。

しか し,実 際 の作 業 は彼 の 弟 と,そ れ にMudalihamyと の3人 で,半 日の うち に終

え た。 つ ま り貸 して あ っ たａｔｔａｍの大 半 を放 棄 した結 果 とな った ので あ る。

　 こ の よ うなSiriwardalleのattam収 支 に対 す る寛 容 さ は,第 三 節 で も述 べ た よ うに,

マ ドゥマ ー ナ の水 田耕 作 中 はそ れ ほ ど忙 し くな く他 の生 業 定 動 を犠 牲 にす る こ と もな

い こ と,さ ら に水 田耕作 自体 は そ れ ほ ど身 体 に きつ くな く,さ らに狭 い村 落 内で の 相

互 扶 助 の規 範 が強 く働 くこ と,と い った点 か ら理解 で きる。 特 に最 後 の点 は,他 人 の

目 の前 で 自 己 の像 を気 にせ ざ るを 得 な い マ ドゥマ ー ナ の農 民 によ く当て はま る と言 え

る。 言 い替 え れ ばattam収 支 に寛 容 的 で あ る とい う こ とは こ の村 の 農 民 に とって は 社

会 保 険 の 掛 け金 の よ うな もの で あ り,こ の よ うな 森 の 中で は,他 の 村 人 に よ く思 わ れ,

貸 しを作 って お くこ とが いざ とい う と きの た め にな るか らで あ る。 実 際,彼 の 父 は6

年 前 に園 地 の コ コ ナ ッの 木 か ら落 下 し1年 後 に死 亡 した。 そ の 間,近 親 の み な らず 多

くの 村 人 が 成 人 に達 して い な か ったSiriwardaneら をnikangやmuttettuvaな ど を通

して助 け,水 田 と焼 畑 の収 穫 に まで 漕 ぎ着 け させ た。

　 た だ し このSiriwardaneの 場合 は,も う一 つ 別 の 背 景 も考 え る必 要 が あ る。 そ れ

はａｔｔａに伴 う 出費 を め ぐ ってで あ る。 とい うの も,も し貸 して い た α吻 彿 の 返済 に

先 ほ どの2世 帯 か ら6人 が 彼 の直 蒔 きに や って くれ ば,少 な くと も ビ ーデ ィや紅 茶,

簡 単 な 菓 子 な どを 出 さ ね ばな らず,そ の コス トが9～10ル ピー程 度 で あ って も,そ れ

は 彼 等 に と って高 す ぎ る 出費 と映 る ので あ る。 言 い 換 え れ ば,こ の コス トは彼 の弟 が

貸 した6人 ・日分 の骨 折 りよ りもSiriwardaneの 世 帯 に と って は 貴 重 な ので あ る。

この よ うな 労 働 の価 値 と町 で 買 って くる商 品 の 価 値 との大 きな差 異 は マ ドゥマ ー ナ の

よ うな 自給 的農 業 に基 礎 を置 く村 に見 出せ る。 とい うの は,こ の村 の よ う な農 薬 や 化

学 肥 料 を ほ とん ど使 わな い伝 統 農 業 に基 づ く自 給 経 済 で は,現 金 を払 って購 入 しな け

れ ばな らな い物 品 は,毎 日金 銭 で 物 と労 働 の 価 値 を測 って い る入 植地 の農 民 以 上 に貴

重 な もの と して彼 等 の 目 に映 るか らで あ る。 た とえ ば,一 作 季 の水 田耕 作 を 平均 す る

と,彼 等 が1日 働 い て手 にす る米 は20～30人 分 の 飯(bat)に 相 当 す る こ とは彼 等 も熟

知 して い る が,こ の1日 の骨 折 り仕 事 と手 に は い る米 の比 は こ の何 十 年 もの 間 変 わ ら

な い。 しか し他 方 で,煙 草1箱 の 値 段 は イ ンフ レ ー シ ョ ンの た め何 十 倍 に もな って い

る。 そ の結 果,村 人 に とって の 実 体 経 済 にお け る労 働 の価 値 は変 わ らな い も の の,商
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品 の 値 段 は どん ど ん 上 が って い って お り,そ の よ うな 商 品(た とえ ば,不 必要 な 観 徽

援 助者 に 出す 嗜 好 品)を 無 駄 に消 費 す る こ とを好 まな い ので あ る。

　 この よ うに,マ ドゥマ ー ナ の水 田耕 作 にお いて は,少 々の 余 分 なattam労 働 を 与 え

る こと は単 な る額 に汗 す る骨 折 り以 上 の もの で な く,む しろ村 落 生 活 の 安 全 を 保 障 す

る も の と考 え られ て い るの で あ る。 そ の た め に,世 帯(皿)のTilakaratneの よ うな 世

帯 は意 図 的 に世 帯(1)のKiribandaやSiriwardaneと のattamを 最 優 先 し,自 らの

返 済 能 力 を超 え たattam,つ ま りattam(H)を で き るだ け多 く確 保 しよ う とす るの で

あ る 。 そ の結 果,世 帯 佃)と 世 帯(1)と の 間 の 労 働交 換 関係 が しば しば見 られ る よ う

にな る ので あ る。 付 録1の(1)は1981年 度 のマ ハ 季 水 田耕 作 に お け るす べ て のattam交

換 関 係 を示 した もの で あ るが,世 帯(皿)のTilakaratne(M-8)と,も う一 つ の世 帯

(皿)で あ り,3.50エ ー カ ー を男 女 そ れ ぞ れ3人 ず つ で耕 して い るH.M.　 Heenbanda

(M-7)と の 間 に は ほ とん どattam交 換 は な い が,そ れ ぞれ の 世 帯 はSiriwardane

(M4)やKiribanda(M-12)と い った世 帯(1)と しば しば交 換 関 係 に あ る。 ま た,

こ の関 係 はattamの み な らずnikang援 助 に もみ られ,付 録1の(2)に 示 した よ う に,

世 帯(皿)と 世 帯(1)と の 間 のnikang援 助 も顕 著 に見 られ る。 この よ うにマ ドゥマ ー

ナで の労 働扶 助 は労 働 が余 っ た世 帯 か ら,不 足 して い る世帯 に よ り多 く向 か うので あ

る18)。

　 しか し,水 田耕 作 で こ の よ うな 寛 容 な 協 同 労 働 を 行 うマ ドゥマ ー ナ の農 民 も,一 度

状 況 が変 わ れ ば異 な っ た姿 を見 せ る。 そ の 点 を 次 に焼 畑 耕 作 で の意 思 決 定 過 程 の 事 例

で 見 て み よ う。

2.　 マ ドゥマー ナの焼 畑耕作 で の事 例

　天水にたよる焼畑耕作は,灌 灘施設に基づき十分制御された空間で行 う水田耕作と

大 きく異な り,人 間によるコントロールの及びにくい耕作形態である。そのため,た

とえば,植 え付けを少 しずつ遅らせ数回に分けて行 ったりして干ばつの被害を最小限

に留めようとする。その結果,農 作業は世帯労働力のみで事足 りることが多 く,第 四

18)こ こでattamの 組 織 化 と親 族 関係 につ い て 述 べて お きた い 。 すで に第 一 節 で言 及 した よ う に,

　 Robinson[1968,1975]は 親 族 間 で の 労働 扶 助 は αttamで な くnikangと して 行 う とい う規 範 が

　 あ る こと,さ らに 実 際 の統 計 的 資料 に基 づ いて 観 αη の組 織 と親 族 関係 と は密 接 な 関係 がな い

　 こ とを示 して い る。 この こ とは 本稿 で これ ま で示 した 事 例 に お いて もみ られ る。 た とえ ば,世

　 帯(皿)で あ るTilakaratneやHeenbandaと,彼 等 に非 常 に寛 容 なattam(　 ll)を 与 えて きた

　 世 帯(1)のKiribandaやSiriwardaneら との 間 に は,そ れぞ れ 近 い親 族 関 係(即 ち,本 人

　 との 間 がFZS,　 MBS,　 WB,　 ZH,　 B,　S,　ZS,　DH,　 MB,　 WF,　 F等 とな る 関係)が な く,ま た彼 等

　 とそ の他 のattam交 換 を 行 った 世帯(n)ら との 間 に も,一 部 の 例 外 を 除 いて,そ の よ うな 親

　 族 関 係 は ない 。
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節で述べたように,世 帯を越えた労力動員を必要とする農耕段階は伐採,整 地,シ コ

クビエの播種,シ コクビエの刈 り取りの4段 階に過ぎない。 また労力交換の目的も

"仕事の迅速な完遂"や"技 術的要請の確保"で はな く"仕 事への励み"の 獲得であ

るため,水 田耕作での田植えのように短期間のうちに大量の交換労働を組織する必要

もない。

　 また労働交換の組織化の過程で水田耕作 と異なるのは,互 酬の不均衡に対する寛容

性が低いことである。第三節で述べたように,焼 畑耕作中は各自の仕事が相対的に多

く多忙な こと,仕 事自体が身体にきついこと,そ して他人の目が厳 しくな く,相 互扶

助の規範を強いられにくいことなどの理由から,寛 容な協同労働が起こりにくいので

ある。

　 さらに労働交換の組織化の過程でのもう一つの特徴は,労 働交換ネ ットワークの形

態が伐採か ら整地までの段階 と,そ れ以降の段階で異なることである。この村の焼畑

耕地は村の周辺の森の中にあり,毎 年4～5の 耕地が開かれ,そ れぞれの耕地を面積

に応 じて各世帯が3～10ぐ らいに分割 して耕作する。そのため伐採から整地までの間

は耕地と耕地との間を結ぶ道 も十分踏み分けられておらず,同 じ耕地内での移動 も困

難である。そのため労働交換ネットワークも同じ耕地内の世帯をカバーするのが精々

で,そ れ以上のネットワークを確保することは難 しい。またその上各自の焼畑耕地は

伐採の際の作業条件や,火 入れの際の燃え方が異なり作業自体の内容に大 きな開きが

生 じ,よ り重労働を必要 とする仕事を抱えた世帯とａｔｔａ交換するほど寛容になる者

は少な く,労 働交換ネットワーク内での交換相手捜 しも容易ではない。つまりこれ ら

の耕作段階では,交 換労働の需要に対する供給を確保することが難 しいのである。こ

れに対 して整地後,特 に村人が各自の見張り小屋に移動した後では,焼 畑耕地間の道

も整備され,ま た同じ耕地内の移動も自由になり,労 働交換ネットワークは一つの耕

地を越えて拡大す ることがで きるようになる。またその後の播種や刈 り取 り等の農作

業 も各世帯同じような強度の労働とな り,ネ ットワーク内での交換相手捜 しが相対的

に楽にな る。つまり交換労働の需要を満たす供給の確保が容易になるのである。

　なおここで一つ付け加えておきたいことは,マ ドゥマーナでの焼畑耕作における労

働交換を見 る場合に,水 田耕作のときに用いた四つの世帯分類は役に立たないという

点である。 というのはここの焼畑耕作では各世帯がそれぞれの労働力に応 じた面積を

耕作するので,水 田耕作の際に生 じる労働力の不足 した世帯や,労 働力の余 っている

世帯 といった差が明瞭に出てこないか らである。そのため労働交換の相手は,世 帯労

働力の多少ではな く,同 じような強度を必要 とする作業を抱え,さ らに気心が知れて
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いる世帯を優先的に選び,"仕 事への励み"に するのである。

　 さて,上 記のような条件下での労働交換の実際はどのようなものであろうか。それ

をH・M・Kumarasinghe(M-22)の 事例を通してみてみよう。 この年の焼畑耕作の

前半部ではKumarasingheの 世帯における働 き手は彼だけで,子 供は幼 く,妻 も出

産間近で仕事はあまりできない状態であった。彼は2.5エ ーカーの耕地の伐採を,何

とか同 じ焼畑耕地の9世 帯 とのattamで やりとげたが,彼 のみが火入れに失敗 し,再

び燃え残りの木を細か く切り燃えやす くする整地作業をしなければならなくなった。

この作業が約15人 ・日分の仕事なので,彼 は労働交換ネ ットワーク内の各世帯(つ ま

り同 じ焼畑耕地にいる世帯)を 訪問 し,attam交 換を申 し込んだ。 しかし同じような

仕事を抱えている世帯はその中にな く,隣 の世帯のみが1人 ・日分のattamを 約束 し

てくれただけである。 ある世帯ではKumarasillgheの 頼みに対 して,当 日は町に行

く用事があるので手伝えないと断ってきたが,そ の日筆者がたまたま村に帰ったとき

彼は町になど行かずに,村 でぶらぶらしているのを見かけている。要するに,他 人の

目を気にしな くてよい焼畑耕作では,収 支の悪そうなattamは 適当にごまかして断れ

るのである。 いずれにせよ,Kumarasingheは ほとんどattamの 組織化をできず,

仕方な く別の耕地にいる妻の弟からnikang(B)援 助を3日 受けただけで,結 局耕地

の規模を2エ ーカーまで下げ仕事の量を減らした。しかしそれでも残 りの4日 間は暑

い太陽を背にして1人 黙々と作業に当らざるを得なかったのである。

　 しかしながら何とか二度めの火入れに成功したKumarasingheは,そ れ以後の耕

作段階を妻の助けを少 し得ながら無事に終えシコクビエの収穫に漕ぎ着けた。この際,

シコクビエの収穫は穂刈 りなので根気が要 り,あ る程度の労力動員によって"仕 事へ

の励み"を 確保する必要がある。 しか し刈り取りに十分な時間の余裕があるので,こ

こでの交換相手捜 しは,次 の節で示すヌワラヤーヤのような熾烈な競争とはな らず,

お互いの都合をよ く考えて調整 しながら行 うことができる。特にシンハラ農村ではこ

の作業は女の仕事とされており,同 じ焼畑耕地の女衆を中心に α伽魏が組織され,出

産を終えたKumarasingheの 妻も他の隣接する5世 帯 との交換関係を確保 し作業を

終えた。

　このように焼畑耕作での労働交換は,水 田耕作のそれ と異な り,そ の生態的条件か

らいくつかの耕作段階に限られ,前 半部の伐採と整地では α伽規の組織化が困難 とな

り競争的,戦 略的な相手捜しが見 られるが,時 間に余裕のある後半部のシコクビエの

播種や刈 り取 りに関しては,交 換の不均衡に寛容でないものの,十 分な α伽㎜ の供給

をそれぞれの世帯が確保することがで きるのである。
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3.　 ヌ ワ ラヤー ヤの水 田耕 作 での事 例

　すでに述べたようにヌワラヤーヤのほとんどの世帯は2エ ーカー以上の大 きな経営

規模の水田耕作を行っている。これらの世帯は,世 帯労働を最大限に利用するという

意味で農民社会の労働配分の特徴をもっているが,マ ドゥマーナの自給農業のように

生計の維持に向かうのではなく,利 得の最大化に向かっている。そ してその重要な手

段の一つが労働交換による世帯労働の最大限の利用とそれに伴う賃金労働者の雇用費

の節約である。また,こ の入植地の世帯間にはほとんど親族関係が見られず,こ のよ

うな利得優先の態度が抑制されることは少ない。そのため,第 三節で示したように,

労働交換の収支を厳格に守 り,不 均衡はそれに相当する労賃で返済するというような

協同労働が現出するのである。

　ところでヌワラヤーヤの世帯のほとんどはゴイガマ ・カース トに属 しており,彼 等

はすべて潜在的なａｔｔａ交換のパートナーである。 しかし前にも述べたように,低 カ

ース トとの共食を好まないため,他 のヌワラヤーヤに居住するベラワ,ヘ ーナ,ド ゥ

ラーバといったカース トに所属する世帯 との 観伽 はほとんどな く,ん漉 のための

雇用はお互いに行 うものの,協 同労働での関係は薄い。そのためこれら少数派である

低カース トの世帯は,ベ ラワ世帯のように彼等だけの密接な親族集団を形成 して農業

に当るか,そ の他の低カース トのように他の入植地における同じカース ト成員との

α伽魏 関係を保 って労力動員を行うかのどちらかである。 なお,こ のベラワ ・カース

トが行 っている寛容な協同労働は,労 働力に余裕のある世帯から余裕のない世帯によ

り多くの労働力が流れるマ ドゥマーナのそれと同様で,こ の項で特に取 り上げず,そ

れとは対照的なゴイガマ世帯間の大規模で戦略的な労働交換の事例を以下において考

察す る。そのためこれから言及するヌワラヤーヤの世帯は,特 に断 りがないかぎりゴ

イガマ世帯のことである。

　 このヌワラヤーヤにおける労働交換の特徴は,稀 少財としての交換労働の戦略的,

競争的な確保である。特に,大 規模な耕作を行い,ん漉 の利用を最小限に止めようと

す る世帯は,α 吻彿交換を円滑に運ばせ るために,大 規模な需要を抱え,か つ大規模

な世帯労働者を持つ世帯と交換関係に入ろうとする。特にヌワラヤーヤでは,3エ ー

カー以上の耕作を4人 以上の世帯労働者で行う世帯が他の同様な規模の世帯との交換

関係を1970年 代の半ばか ら発展させ,強 力な労力動員を可能にさせる労働交換ネット

ワークを形成 してきた。その反面,こ のような大世帯のネットワークに歓迎されない

比較的小さな世帯(大 まかであるが3エ ーカー未満の耕作を3人 以下の世帯労働者で

行う世帯)は,さ きほどの大世帯からのわずかなattamを おこぼれ的に確保 しつつ,
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彼 等 は彼 等 で独 自 の労 働 交 換 ネ ッ トワ ー クを 形成 し,賃 労 働 へ の 出費 を下 げ て耕 作 を

完 遂 させ よ う と試 み て きた 。 も っ と も これ らの世 帯 も黙 って 大 世帯 のattam労 働 の独

占 を見 て い るわ けで な く,そ れな りの戦 略 で 何 とか 彼 等 か らの 交 換 労 働 を 確保 しよ う

と して い る。

　 と こ ろで この よ うな ヌ ワ ラヤ ーヤ に お け る労 働 交 換 の 事 例 を 以 下 で検 討 す る ので あ

る が,そ の 前 に便 宜 上 ヌ ワ ラヤ ー ヤ の世 帯 を,マ ドゥマ ーナ の 労 働交 換 の分 析 で 用 い

た の と同 じよ うな 基 準 で 世 帯 分 類(図5)を して お きた い 。 ま ず世 帯(1)で あ る が,

この グ ル ー プ に分 類 され る世 帯 は ヌ ワ ラヤ ーヤ で は2世 帯 あ る。 こ の世 帯 は本 来 一 つ

の世 帯 で あ った が,長 男 が 大 き くな り独 立 す るた め に耕 地 を二 つ に分 け,父 親 とで そ

れ ぞ れ1エ ー カ ーず つ 耕 作 して い る。 働 き手 は 前者 に3人,後 者 に5人 お り十 分 な 労

働 力 を も って い る。 世 帯(H)に 分 類 で き るの は 先 ほ ど述 べ た小 さ な世 帯 で,3エ ー カ

ー未 満 の耕 地 を
,3人 以 下 の 労 働 力 で 耕 して い る世 帯 で あ る。 ま た世 帯(皿)は,先 ほ

どの大 世 帯 で3エ ー カ ー以 上 の 耕 地 を4人 以 上 の労 働 力 で 耕 作 して い る世 帯 で あ る。

さ らに世 帯(IV)に 分 類 で きる世 帯 は一 つ あ り,そ の世 帯 主 は精 米 所 を経 営 して お り,

そ れ と同 時 に3.5エ ー カ ーの 耕 地 を主 にkuliを 用 い て耕 して い る。 さて この よ うな 世

帯 の 分類 を踏 ま え て い くつ か の労 働 交 換 の 事 例 を 見 て み よ う。

D・M.Seneviratne(N-25)1ま 教 育 の あ る初 老 の世 帯 主 で,こ の入 植 地 で 一,二 を

争 う大 家 族 の 長で あ る。 彼 は この 地 に移 る前 に,キ ャ ンデ ィー の あ る問 屋 で 長 い間 務

め て い た こ とが あ り,そ こで た めた 資 金 を も って,1970年 の初 め に妻,3人 の 息 子,

2人 の娘 と共 に この 地 に きた の で あ る。 彼 は 政 府 か ら与 え られ た2エ ー カ ーの 土 地 を

耕 す こ とか ら 出発 し,次 第 にandeやukas契 約 で他 の世 帯 の土 地 も耕 作 し始 め,1981

年 には2エ ーカ ーの 自分 の土 地 以 外 に,3エ ーカ ー の土 地 も耕 す よ う にな った 。 表6

に は彼 の 労 働 交 換 ネ ッ トワ ー クが示 さ れて お り,六 つ の世 帯(皿)(N-18,N-21,　 N-

31,N。32,　 N-38,そ れ に 隣 の入 植 地 のA.　 G.　Ranbanda)と 二 つ の 世 帯(H)(N-15,

お よび 隣 の 入植 地 のP.G.　 Somadasa)が 含 ま れ て い る。 この労 働 交 換 ネ ッ トワ ー ク

は 強 力 で,大 量 のattam(1)を 不 均 衡 な しに動 員 す る こ とが で きる。

　 た とえ ば,1981年 のSeneviratneの 田植 え を見 て み よ う。 この年 自 らの2エ ー カ ー

の 土 地 に 田植 え を し,残 りの3エ ー カ ー に は直 蒔 きを す る こ とを 決 め た。 こ れ は,彼

が 彼 の 世帯 のattam返 済 能 力 か ら見 て これ 以 上 の 田植 え は 困難 と判 断 した か らで あ る。

ヌ ワ ラヤ ー ヤで は,ミ ニ ペ用 水 路 か らの 水 を 一 度 大 きな貯 水 池(〃伽の に溜 め,そ れ か

ら再 び 田 に水 を 引 いて い る ので,水 の 供 給 は 安 定 して お り,耕 起 か ら 田植 え(ま た は

直蒔 き)ま で の作 業 を30日 間 で 終 え れ ばよ い。 そ の た め大 体15日 間 の 間 に 田植 え を 終
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表6　 D.M.　 Seneviratne(N-25)の 田植 え に お け るattam交 換 ネ ソ トワー ク

交換相手 耕作面積(
エーカー)

世帯労働力

(男)　 (女)

N-25へ のattam

援 助　 (
人 ・日)

N-25か らのattam

返 済　 　 (

人 ・日)

 N-18 

 N-21 

    N-31 

    N-32 

    N-38 

A. G. Rambanda 

    N-15 

P. G. Somadasa 

    N-16 

    N-39

3,00

3.50

4.50

6.50

5.00

4.50

2.00

2.50

2.00

2.OO

2

2

3

3

2

3

2

1

2

1

2

2

3

4

2

2

1

2

1

1

2

4

6

6

2

4

2

4

1*

2*

2

4

6

5

2

4

2

4

1

2

計 33 32

(付 記)*は"飛 び 込 みattam"を 示 す 。　Seneviratne(N-25)の 世 帯 は2・00エ ー カ ーの 田植 え を行

　 　 　 い,世 帯 労働 力 は男3入,女3人 。

え れ ば よ い こと にな る。 ま た ヌ ワ ラ ヤ ーヤ で は マ ドゥマ ー ナ よ りも少 し密 な 田植 え を

す る の で1エ ー カ ー 当 り約22人 ・日の 労 働 力 が必 要 とな る。 彼 の世 帯 には3人 の 女手

が あ る の で,彼 の世 帯 の 田植 え を2日 か け て 行 え ば,残 りの13日 間 でattamの 返 済 に

当 て る と,最 大39人 ・日分 のattamを 交 換 す る こ とがで き る。2エ ー カ ーの 田植 え を

す る の に44人 ・日か か るか ら,14人 ・日の世 帯 労 働 力 を 引 いた30人 ・日分 のattamを

得 れ ば 田植 え がで きる 。

　 そ こでSeneviratneは 彼 の 息子 を 労 働交 換 ネ ッ トワ ー ク内 の 世帯 に送 り,表6の ご

と く瞬 く間 に30人 ・日分 のattamを 確保 した 。 さ ら に,後 で 述 べ る"飛 び 込 みattam"

も加 わ って,全 部 で33人 ・日のattam労 働 を 得 て,　kulzを 雇 う こ とな く田植 え を 終 え

る こ とが で きた の で あ る。

　 と こ ろ で,こ の よ うな 労 力 動 員 は世 帯(H)等 に は とて もで きる ことで は な い。 た と

え ば,そ の よ うな 世 帯 の一 つ で あ るA.H.　 Heenbanda(N-34)の 事 例 を見 て み よ う。

Heenbandaは2エ ー カ ー の耕 地 を妻 と2人 で 耕 して い る。 彼 の 労 働交 換 ネ ッ トワー

クに は,ヌ ワ ラヤ ー ヤ と近 隣 の入 植 地 に い る七 つ の世 帯([E)が 含 ま れ て い る。 しか し

彼 の家 の労 働力 は限 ら れ て お り,こ の ネ ッ トワ ー ク に含 ま れ る世帯 に と って もそれ ほ

ど魅 力 に は な って いな い。 そ の た め彼 の 観 翻 交 換 の 申 し出は しば しば断 られ る こ と

が あ り,能 率 が悪 い の を知 りつ つ ネ ッ トワ ー クを 越 え て α加 駕 交 換 の相 手 を捜 し求 め

に い く こ とも多 い。 彼 が1981年 に 田植 え を した と き は,親 戚 の 不幸 で 村 を 空 け て い た

た めattamの 約 束 を 取 りつ け る の に 出遅 れ,彼 が ネ ッ トワ ー ク内 の各 世 帯 を訪 れ た と
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き には,ほ とん どの 世 帯 で す で に他 の世 帯 との 交 換 を 決 め て お り,彼 は ネ ッ トワ ー ク内

か ら5人 ・日分 のattamし か 確 保 で きな か った。 そ の た め彼 は先 ほ どのSeneviratne

(N-25)な ど,い くつ か の 世 帯(皿)の と ころ へ行 き助 け を求 めた が,Heenbandaが 計

画 して いた 田植 え の 日に は,そ の よ うな 世 帯(皿)の うち の一 世 帯 の作 業 が決 ま って い

て駄 目で あ った。 しか し,世 帯(皿)の 一 っD.K.　 Mudiyanse(N-31)の み が,も し

Hcenbandaの 田植 え の 日をMudiyanscの 都 合 の よ い 日 に変 え た ら,8人 ・日分 の

attamを 交 換 して もよ い と言 って きた。 そ こで,何 が 何 で も労 力 動 員 を しな け れ ばな

らな いHeenbandaは そ の 申 し出 を受 け,こ れ まで に決 め て い たattamの 手 筈 を再

び や り直 し,そ の結 果1世 帯 が 抜 けた もの の 他 の2世 帯 か ら3人 ・日分 のattamを 確

保 し,全 部 で11人 ・日の 労 力 動 員 を 獲 得 した 。 しか し,世 帯(皿)のSeneviratneと

比 べ て も,世 帯(H)のHeenbandaの 労 力 動 員 量 は小 さ く,結 局 残 りの25人 ・日分 の

労働 力 は ん漉 で賄 わ ざ るを得 な か った。

　 この よ うに世 帯(皿)は 彼 等 の世 帯 の 豊 か な 労 働 力 を世 帯(皿)の 内 部 で"独 占"し,

さ ら にそ の お こぼ れ を も ら う世 帯(H)に 対 して,耕 作 日を変 え させ た りす る よ うな 力

を奮 う。誇 張 して言 うな ら,稀 少 資 源 と して の 交 換 労 働 を め ぐる世 帯(皿)に よ る独 占

と支 配 が こ こに み られ る ので あ る。 しか しな が ら,世 帯(ll)も 受 け身 的 に そ の よ うな

劣 勢 を 甘 受 して い るだ けで はな い。 彼 等 の う ちの 特 に若 い者 達 は,相 互 扶 助 の規 範 と

若 さを利 用 して,世 帯(皿)か らい くらの 観 α魏 で も よい か ら確保 しよ う とす る。 彼 等

は,世 帯(皿)が 大 きなattam労 働 を 組 織 して耕 作 を始 あ よ うと す る と き,突 然 そ こへ

作 業 の 準 備 を して 登 場 し,そ この世 帯 主 に"api　 nikan　udaukaranda伽61"(ち ょ っ と

手 伝 い に きた よ!)と 言 うか,そ れ と も,に こ り と しな が ら何 も言 わ ず 仕 事 を始 め る

の で あ る。 そ の 時,そ の世 帯 主 と彼 のattam援 助者 は ど う しよ うもな い と い う顔 を し

て,"ehemada"(あ あ,そ う)と か"hd　 hondai"(あ あ,い い よ)と 言 う以 外 にな い。

とい うの は,シ ンハ ラ社 会 で は,nikangの よ うな 労 働 の 自発 的 贈与 は非 常 に 良 い行 い

と され て お り,彼 等 が何 の前 も った取 り決 め もな しに作業 に参 加 し,最 終 的 に それ が

"押 しか けattam"に な る と分 か
って いて も,そ の 時 点 で そ れ を む げ に 断 る こ とはで き

な いの で あ る。 特 に,maha　 miniSSU(尊 敬 され るべ き世 帯 主 な どの大 人)が そ の よ う

な若 者 の 振 舞 に文 旬 をつ け る こ とは 幼 励(恥 ず か し い)こ とな ので あ る。 ま た,こ

の よ うな 世 帯(皿)は 大 きな 労 働交 換 の需 要 を抱 え て い るの で,大 抵 の 場合 は,世 帯 の

誰 か を 他 の仕 事 に 回 した り して調 整 が つ き,大 きな 問 題 には な らな い。 た だ し,彼 等

も 自衛 策 を 講 じ,な か な か 彼等 の耕 作 ス ケ ジュ ール を外 に漏 ら さな か った り,早 朝 の

暗 い う ちか ら作 業 を始 め た り,時 には月 明 か りで 稲 刈 りをす る場 合 もあ る。 しか し,
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そ れ で も農 繁 期 に は,少 な くと も ど こか で 世 帯(皿)が 仕 事 を して お り,耕 地 に 出て 行

け ば1～2人 ・日分 の"押 しか けattam"は 必 ず 成 功 す るの で あ る。 いず れ にせ よ,

これ らの"押 しか けattam"の 返 済 は,世 帯(皿)に とって そ れ ほ ど重 荷 で もな く,結

局 の と ころ これ らの押 しか けた 若 者 の 作業 の 日 には,誰 か が 出 向 いて ゆ くよ う にな り,

attam(H)と して結 果 す る ので あ る。

　 さて これ ま で ヌ ワ ラヤ ー ヤ の ゴ イガ マ 世帯 の大 半 を 占 め る世 帯(H)と 世 帯(皿)の 労

働 交 換 の戦 略 を見 て きた。 そ こで 次 に残 りの世 帯,即 ち世 帯(1)と 世 帯(IV)に つ い て

簡 単 に述 べ て み た い。 まず 世 帯(1)で あ るが,こ れ らの世 帯 は労 働 力 が 相 対 的 に余 っ

て い る世帯 で あ る。 しか しこれ ら の世 帯 は,マ ドゥマ ーナ の世 帯(1)と 異 な り,労 働

力 の 不足 して い る世 帯(皿)に 余 分 なattα〃zを与 え た りはせ ず,仕 事 の な い 日は この地

域 の入 植 地 でkuli仕 事 を 行 い賃 金 を 稼 ぐ。 ま た 先 ほ ど述 べ た世 帯(IV)も ほ とん ど の

時 間 は精 米 所 の仕 事 につ き,耕 作 は 初 あ を使 用 して 行 う。

　 さて 本 項 で は,ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ にお け る競 争 的,か つ戦 略 的 な 労 働 交 換 の 事例 を検 討

し,世 帯(皿)間 の 強 い労 働 交 換 ネ ッ トワ ー クが形 成 され,そ れ か ら少 しは な れ る形 で

世 帯(ll)同 志 の 労 働交 換 ネ ッ トワ ー ク が作 られ る こ と を 見 た。 特 にN-18,　 N-21,

N-25,N-31,　 N-32,　 N-38と い った世 帯(HI)の 間 に は,1981年 の マ ハ季 にお いて,全

部 で512人 ・日 と い うattamが 交 換 さ れて お り,1世 帯 あ た り平 均85人 ・日のattamと

な る(付 録1の(5)参 照)。 これ は,農 業 労 働者 を 用 い た場 合 と比 べ る と,農 業 労 働者

へ の1日 の 出 費 を 平均30ル ピー と した 時,1世 帯 当 り2550ル ピーを 節約 した こ とに な

る。 さ ら に,も う一 つ の作 季 で あ る ヤ ラ季 も同 じ規 模 の農 業 で,同 じ規 模 の 労 働 交 換

を した とす る と,1年 を通 して5100ル ピーの節 約 に な る。 これ は,第 二 節 で 示 した ヌ

ワ ラヤ ーヤ の年 間 平均 収 入(16400ル ピー)と 比 べ て み るとか な りの 割 合 にな って い る

こ とが 分 か る。 これ に対 して こ の よ うな 強 力 な 労 働 交 換 ネ ッ トワ ー ク を形 成 で きて い

な い世 帯(H)は,わ ず か なattamに 加 え て,何 とかnikangと ん漉 を 使 用 して 最低 限

の 労 力 動 員 を 行 って い る。 こ の よ う に,よ り大 規模 な経 営 を して い る世 帯(皿)が ほ と

ん どnikangやkuliを 受 け て いな いの にか か わ らず,そ れ よ り小 規 模 な 経 営 を して い

る世 帯(H)が 相 対 的 に 高 い割 合 で それ らの 労 力 動 員 を利 用 して い る と い う点 は,付 録

1の(6)と 付 録1の(7)か ら も読 み取 れ るが,ヌ ワ ラヤ ー ヤ に お け る労 働 交 換 の 経 済 的 重

要 性 が よ く分 か る。
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　 4.　 交換 労 働 の需 要 と供給 の媒 介パ ター ンと村 内に おけ る

　　　　交 換労 働 の流れ

　本節ではこれまで,二 つのシンハラ農村での労働交換に関する意思決定過程 と,そ

れに基づ く実際の交換過程を見てきた。そこで本項ではそれらの事例を踏まえ,第 一

節で示した労働交換を理解する上で重要な二つの問題を考えてみることにしよう。

　まず,第 一の問いであるが,そ れは各世帯における交換労働の需要 と供給が,市 場

メカニズムなしでどのように媒介され,現 実の交換が実行されるのかであった。 これ

に関 してはすでに,意 思決定過程の第ニステップで認識された需要が,第 三ステップ

においてホス ト世帯による戦略的な労働交換の組織化によって,需 要と供給が媒介さ

れると第四節で一般的に示した。 しかしより具体的には,本 節でこれまで検討 してき

たように,交 換の不均衡に対する寛容性が期待されるか否かによって,二 つの特徴的

な需要と供給の媒介パターンが見られた。つまり,一 つは,本 節で示 したマ ドゥマー

ナのTilakaratne(M-8)の 事例のように,交 換の不均衡に対する寛容さが期待され

る場合,労 働力が相対的に不足 している世帯(皿)が 相対的に労働力の余 っている世帯

(1)や 世帯(H)と 交換 した り,世 帯(H)が 世帯(1)に 交換を依頼 したりして,前 者が

返済す ることがで きるよりも多 くの交換労働を後者から引き出そうとするパターンで

ある。 もう一つは,ヌ ワラヤーヤのSeneviratne(N-25)の 事例に見られるように,

交換の互酬における不均衡に対 し寛容でない場合で,大 きな規模の需要を持ち大規模

な供給を可能にする世帯(皿)同 志が強力な労働交換ネットワークを形成 し,そ の中で

素早 く組織化を行うことによって,そ れぞれが大規模な供給を容易に達成するという

パターンである。 もちろん,す べての世帯がこのような戦略パターンで成功するとは

限らない。特に,ヌ ワラヤーヤの世帯(n)の ように世帯(皿)と の交換に加わることが

できないことも多い。また逆に量的に大 したことはないが,"押 しかけ α吻解"の よう

な半強制的な手段で供給を引き出す場合 もある。いずれにせよ,マ ドゥマーナやヌワ

ラヤーヤのような農民社会では,交 換労働が稀少資源でありながら市場メカニズムに

よってその需要と供給が媒介されないので,上 で示 したどちらかのパターンで各世帯

の成員が個人的に村内を歩き回り労働交換を組織することによって しか,交 換労働の

需要と供給は媒介されないのである19)。

　 さて次に第二の問いに移ろう。これは各世帯がそれぞれ戦略的に労働交換を組織 し

たときに,村 や地域での交換労働の流れがどうなるのかという問題である。

19)こ れ は,社 会主義体制での統制価格の もとで,不 足 した商品を手に入れ ようと足 を棒 に して

　探索す る場面 とよ く似ている[cf.コ ルナイ　 1984:7]。
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　 まず,マ ドゥマーナの水田耕作のような交換の不均衡に寛容な場合を考えてみよう。

まず世帯(IV)に 関 してであるが,た またまマ ドゥマーナにはこのような世帯は存在 し

なかったのであるが,一 般の農民社会を考えた場合,世 帯(IV)は 地主で自らの労働で

耕作するのではな く,土 地を小作に出すか,い ろいろな社会的もしくは経済的な力を

用いてnikangやmuttettuvaと いった労力動員を得て耕作を行うと考えてよい。 その

ため,こ こでは世帯(IV)へ の他の世帯からの労働交換の流れはないものと考えてよい。

また,大 きな労働交換の流れは,マ ドゥマーナで見たように労働力の比較的余 った世

帯(1)と 不足 している世帯(皿)と の間で起こる。また同じ程度の労働力不足にある世

帯(U)は それら同志で小さな労働量であるが労働交換を行う。また必要な ら世帯(H)

は労働力に余裕のある世帯(1)と の交換も組織し,そ れと同時 に自ら労働力に余裕の

あるときに世帯(皿)と ある程度の交換程度の交換も行 う。つまり図6の(1)に 示されて

いるような交換労働の流れになると考えることができる。

　 これに対 してヌワラヤーヤのように交換の不均衡 に寛容でない場合を考 えて み る

と,ヌ ワラヤーヤで見たように世帯(IV)に は交換労働は流れない。 このような世帯は

nikangやmuttettuvaと いった協同労働を組織するか,農 業労働者を大量に用いて耕作

に当ることになる。また,も っとも大きな交換労働の流れは,労 働交換の需要と供給

(1)互 酬の不均衡 に寛容な場合 (2)互 酬の不均衡 に寛容 でない場 合

図6交 換 労 働 の 流 れ
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が共に大きい世帯(皿)の 間で起こることになる。さらに,そ れから外れた世帯(III)は

それぞれの需要と供給が同じ程度である世帯(H)同 志で小規模な交換を行いつつ,う

ま くいけば世帯(皿)と ある程度の交換を確保 したり,"押 しかけattam"を 行う。 ま

た世帯(ll)や 世帯(皿)は 労働力のもっとも余っている世帯(1)と 交換を行 うこともあ

るが,世 帯(1)の 需要は小さく,さ らに世帯(1)は 余った時間を農業労働者として働

くことを望むので,両 者間の交換労働の流れは大きくない。つまり図6の ②はこのよ

うな交換労働の流れを表している。

　このように,互 酬の不均衡に対 して寛容か否かによって,交 換労働の需要 と供給の

ズレが異なったパターンで媒介され,そ れらの集合的な結果として村内での交換労働

の異なった流れのパターンが生 じる。これが本稿の冒頭で示した二つの問題の答であ

る。ところでこれらの問題に関連 して一点だけ補足しておきたいことがある。それは

交換労働における互酬の不均衡 に大 して寛容か否かという区別が指 し示す社会経済的

条件の範囲についてである。 これはこれまでの議論で明確に示 して来なかったことな

のであるが,本 稿で互酬の不均衡に寛容でない場合というのは,市 場経済が浸透 し,

賃金労働が制度化され,余 分な交換労働を他世帯に与えるよりも自ら農業労働者 とし

て賃金を得ようとするヌワラヤーヤのような社会経済的な条件のみを指すのではな く,

第三節で述べたように賃金労働が制度化されていないマ ドゥマーナの焼畑耕作のよう

な場合も含んでいるのである。もっとも本節の第二項で述べたように,マ ドゥマーナ

の焼畑耕作の場合は労働力に見合っただけの耕作面積が確保できるので,世 帯労働力

と耕作面積の比がすべての世帯でほとんど同じにな り,ヌ ワラヤーヤの水 田耕作で生

じたような世帯間での労働力の差が明確にならず,ヌ ワラヤーヤで見られたような需

要 と供給のパターンや交換労働の特徴的な流れは顕著にみられなかった。 しか し,も

し焼畑耕作において世帯間で世帯労働力と耕作面積の比に大 きな落差が生 じるような

事態になったときには(た とえばス リランカの多くの地域で見 られるように,焼 畑耕

地の不足に伴 う耕地の私有化と,そ の結果としての耕作面積の世帯間でのばらつきが

生じたとき),た とえ賃金労働が制度化されていな くてもヌワラヤーヤで見 られた労

働交換のパターンが起 きて くると予想することは困難なことではない。つまり市場経

済が導入される以前で も,互 酬の不均衡に寛容でない場合が考えられ,稀 少資源とし

ての交換労働をめぐるヌワラヤーヤのような労働交換のパターンが起 こる可能性があ

るのである。もちろんその場合,市 場経済における際限のない利益の追求という目的

に向けられたものでな く,自給農業生産における基本的なコス トである"骨 折り仕事"

(drudgery)の 軽減に向けられているのであるが,ヌ ワラヤーヤのような協同のため
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の競争が非市場経済においても生 じる可能性を示唆しているのである。

VI.結 語

　多 くの都市生活者にとって,互 酬的労働交換というものは,農 村地域の伝統的な平

等主義の一形態と映るかもしれない。確かに,数 日間他の世帯の作業を助け,そ の返

礼にまた同じ日数の助けを受けるというこの交換をその結果だけ見ていると,そ の中

に飲み屋での等量の酒のやりとりのようなほのぼのとした平等主義が見えて くる。実

際,労 働交換の約束が交わされ,交 換が取 り行われると,そ こには相互扶助に関する

様々な文化的意味に縁取られた協同労働が見出せる。 しか し一度,農 民社会での労働

交換を交換労働に対する需要とそれを満たそうとする戦略的な組織化の過程に焦点を

当ててみると,必 ず しもそのような予定調和的な像だけでないことが分かる。まずそ

こには利得や便益を目的とした動機がある。マ ドゥマーナのような,ス リランカ独立

後の農業開発計画から取 り残されてきた山間部の自給的農業生産を行う農村では,彼

等の農業生産における基本的なコス トの最小化,即 ち労働過程における"骨 折 り仕事"

の低減のために労働交換を組織する。またその農業開発計画に基づ き小商品生産とし

ての水田耕作を営むヌワラヤーヤのような入植地では,"骨 折 り仕事"の 低減のみな

らず農業労働者への出費の節約と,他 に就業機会のない世帯労働力の農業への最大限

の利用のために大規模な労働交換を組織する。そしてそのいずれの場合でも,や り方

は異なるにせよ,稀 少資源 としての交換労働を最大限確保するために都合の悪い相手

を避 け,よ り都合のよい相手 と組む戦略的な組織化が行われる。つまり,協 同のため

の競争なのである。 もちろん,農 民がこのような戦略的,選 択的な労働交換を常に行

うというわけではない。たとえばattam(H)の ように,相 手のために行 う労働交換も

あるし,互 酬の不均衡を不問に付す寛容的な労働交換もある。 しかし,そ れも状況次

第であり,マ ドゥマーナの焼畑耕作のように,水 田耕作では寛容であった者が別の状

況では しば しば非寛容的にもなるのである。

　言い換えれば,こ れらの農民は彼等の置かれた生態的,社 会経済的諸条件のもとで

明確な意思決定を行い,意 識的に労働交換を実践 しているということである。 もちろ

ん労働交換は前資本主義的な労働組織の一形態であり,前 資本主義的経済にその歴史

的な起源を持つものである。しかし,本 稿での意思決定過程の分析から自ずと分かる

ように,労 働交換は明らかに文化的遅滞でもなければ前資本主義経済の残津でもな く,

彼等の置かれた現在の生態的,社 会経済的条件に対する一つの意識的な適応形態なの
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である。そしてこのことはス リランカにおいて飛び石的に点在する自給農村のみなら

ず,今 後も増え続けるであろうヌワラヤーヤのような入植地においても労働交換が積

極的に行われることを示唆 している。

　本稿はこれまで,上 にまとめたような農民社会の労働交換の多様な側面を二つのシ

ンハラ農村の事例を通して検討 し,交 換労働に対する需要と供給の媒介パターンと,

その結果としての交換労働の世帯間の流れという二つの問題を考えてきた。そしてこ

れらの分析を踏まえ,農 民社会における労働交換の需要と供給の媒介パターン,お よ

び交換労働の世帯間での流れのパターンには,互 酬の不均衡に対する寛容さの違いに

よって二つの形があることを一般的な形で示 した(第 五節第四項)。 もちろん 本稿で

示 したこれらの需要と供給の媒介パターンや交換労働の流れのパターンは,農 民社会

の限られた社会経済的状況でしか見い出されないものである。 しか しここで示 したこ

れらのパターンは,単 に農民社会の労働交換のみに当てはまるだけでな く,そ の他の

互酬的経済交換にも一般化できる可能性があると筆者は考えている。もちろんこれは

今後の課題であるが,少 な くともこれまで考察されることのなかった互酬的経済交換

を考える際に本稿で示 した労働交換の分析は一つの方向づけを与えるであろう。
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付　録　 1

村 落 内 に お け るattam,　 nikang,　kuliの 流 れ

　 　 　 　 　 　 (1981年 マ ハ 季)

　 こ こで は マ ドゥマ ー ナ とヌ ワ ラヤ ー ヤ に お け る世 帯 間 で のattam,　 nikang,　kuliの 流

れ を 示 す 。 な お任 意 の世 帯 間 で の労 働 の 流 れ の 量(人 ・日)は 括 弧 の 中の二 つ の 数 字

で 表 され て い る。 た と え ば,下 記 の よ うに表 記 され た 場 合,1981年 の マハ 季 を 通 じて

A世 帯 か らB世 帯 へY(人 ・日)の 労 働 が 流 れ,同 時 にB世 帯 か らA世 帯 にX

(人 ・日)の 労 働 が 流 れ た こ とを示 して い る。 た だ しヌ ワ ラヤ ー ヤ に お け る α伽 駕 の

流 れ の 量 は,表 記 が 困難 な ので こ こに は示 され て いな い。
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(1)attαm:マ ド ゥ マ ー ナ の 水 田 耕 作
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(2)nikang:マ ド ゥ マ ー ナ の 水 田 耕 作
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(3)attam:マ ド ゥ マ ー ナ の 焼 畑 耕 作
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(4)nikang:マ ド ゥ マ ー ナ の 焼 畑 耕 作
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(5)ａｔｔａm:ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ の 水 田 耕 作

(3人 ・日未満の流れは表記 困難で示 していない)



(6)nikang:ヌ ワ.ラ ヤ ー ヤ の 水 田 耕 作



(7)kuli:ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ の 水 田 耕 作
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付 録2耕 作 段 階 別 平 均 労 働 投 入 量(1981年 マハ季)

(1)マ ド ゥ マ ー ナ 水 田 耕 作

(2)マ ド ゥ マ ー ナ 焼 畑 耕 作
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(3)ヌ ワ ラ ヤ ー ヤ 水 田 耕 作
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